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　不動産協会は、この度設立60周年を迎えることができ、感謝申し上げます。不動産協会は、
昭和38年3月に社団法人として発足しました。当時の我が国は、高度経済成長がスタートし、人
口や産業の都市への集中に伴い、都市が大きく拡大し、不動産開発が活発になった時代でした。
会員会社が行う事業の環境整備に資する活動をより効果的に展開するために、それまで任意団体
として活動してきた不動産協会を社団法人化し、不動産事業に係る法制度や税制についての調
査・研究や政策提言等の取組みを本格化させました。
　その後、昭和50年代の安定成長期を経て、昭和の終わりから平成にかけてのバブル期とその
崩壊により、右肩上がりの時代は終焉しました。平成に入ってからは「失われた20年」と言われ
る経済の低迷期を経て、アベノミクスによる経済回復がなされました。その後、コロナ禍により
経済が落ち込みましたが、今はコロナとの共存により経済活動が正常化し、新たな飛躍に向けて
のスタートを迎えています。そうした中で、不動産業は時代のニーズに応じ、魅力的なまちづく
りや良質な住宅の供給により、都市再生の推進や優れた住環境の創出などを通じて、日本経済の
発展に寄与してきました。
　ロシアによるウクライナ侵攻は、いまだ終結の兆しがなく長期化しており、エネルギーや原材
料をはじめ、インフレの進行に拍車がかかっています。金利の見通し、海外経済の下振れ懸念等、
経済の先行きについては不透明な状況にあります。こうした中で、我が国の経済を力強い成長
に導くためには、住宅・都市分野における事業推進を強力に図っていくことが不可欠です。
　国際的な脱炭素化の動きが加速し、我が国でも2050年カーボンニュートラルの実現に向けた
GXを促進するさまざまな施策が進められており、まちづくりにおいても炭素中立型の経済社会
の実現に向けた取組みをしっかりと行うことが求められています。環境政策においては、顧客共
感・経済合理性・社会課題解決の同時実現が不可欠であり、GX推進に向けた加速を後押しする
環境整備等に資する活動に取り組むことが大切です。
　国際競争力強化を牽引する新たな都市再生を推進し、都市と地方のリンケージや好循環を生み
出すために、質の高い都市緑地創出の推進、面的エネルギーネットワークの支援促進等が必要です。
ダイバーシティ・インクルージョンなまちづくりを推進するために、ウォーカブルな空間形成を図り、
多様な空間の一体的な利活用、DX等の活用による持続可能なエリアマネジメントの着実な進展、
少子化・子育てへの対応等に向けた諸課題への取組みが必要です。
　安心安全でサステナブルな暮らしの実現に向け、良質な住宅ストックの形成・循環のために、
ZEH等環境性能の高い住宅の供給支援が必要です。併せて、区分所有法改正による合意形成の円
滑化等、老朽化したマンションの建替えの促進、適正な管理の実現を図る取組みの促進も求めら
れます。また、防災性能の向上に向けた対応を行うほか、子育て世帯等への支援措置の充実を図
るとともに、在宅勤務等の新しい働き方への対応に関する支援が必要です。
　不動産協会としては、これを機にさらなる活動の充実を目指し、我が国の経済・社会の発展に
向けて貢献できるよう、全力を尽くしてまいります。皆様方には、引き続き当協会へのご支援・
ご指導をよろしくお願い申し上げます。

理事長

吉田 淳一

ご挨拶

　一般社団法人不動産協会が設立60周年を迎えられたことを心よりお
祝い申し上げます。
　貴協会は、昭和38年の設立以来、半世紀以上にわたり、良質な不動
産や住宅の供給、都市再生などを通じ、我が国の経済と国民生活の安定、
向上のために多大な貢献を果してこられました。この間の理事長をは
じめとする役員の皆様、会員企業の皆様の多年にわたる御尽力に心より
敬意を表します。
　特に、経済成長や国民生活の向上に資する住宅投資や都市再生の推進
に向けて、これまで多くの政策提言活動を実施され、新しい制度の創設
や税制改正等として結実したことは、貴協会の大きな業績であります。
　現在、政府においては、デジタル田園都市国家構想や2050年カーボ
ンニュートラルの実現、建築・都市分野のDXに向けた取組みを進めて
いるところです。
　これらの取組みを進めるためには、我が国の豊かな国民生活や経済成
長を支える重要な基幹産業である不動産業の役割が非常に大きいと考え
ており、貴協会の皆様の御協力が欠かせませんので、引き続き、御支援、
御協力をお願い申し上げます。
　結びに、貴協会の一層の御発展と、皆様の御健勝、御活躍を心より
祈念申し上げます。

　一般社団法人不動産協会の設立60周年にあたり、経団連を代表して、
心よりお祝い申し上げます。
　不動産協会は、都市開発や魅力的なまちづくりに取り組む会員企業の
積極的かつ効果的な事業推進のため、不動産関連諸制度に関する調査研
究や政策提言を展開してこられました。これらは、我が国不動産業の
発展に大きな役割を果たしており、関係者の皆様の絶え間ないご努力に
対して、深く敬意を表したいと存じます。
　昨今、暮らし方や働き方をはじめ人々の価値観の多様化が加速してい
ます。また、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、GX推進に
向けた取組みが進められております。こうしたなかで、不動産業を取り
巻く環境変化や多岐にわたる課題に対して、業界一丸となって取組みを
進める不動産協会が果たすべき役割は、今後より一層重要性を増してい
くものと考えます。
　設立60周年を迎えられた不動産協会のますますのご発展を祈念申し
上げ、私の挨拶とさせていただきます。このたびは誠におめでとうござ
います。

国土交通大臣

斉藤 鉄夫

一般社団法人
日本経済団体連合会

会長

十倉 雅和

祝辞

6 7



兆円単位の大規模プロジェクトを行うことが可能となり
ます。不動産業はまちづくりの面でも資金調達の面でも、
グローバルスタンダードを満たし成長性に富んだ産業に
進化していきます。

　私が理事長を務めた2005年から2011年は、官・民が
知恵を出し合った一連の取組みが本格的に花開いた時
期でした。この間、東京都における認定民間都市再生
事業計画件数は15件、都市再生特別地区決定件数は20
件、都心5区で竣工した市街地再開発事業の延床面積は
約260万㎡に上りました。これらにより、今日にも続く
新しい価値創造が実現し、大都市の国際競争力が飛躍的
に向上するとともに、地方においてもそれぞれの特色を
いかした拠点整備が進められ、その後の地方創生にも繋
がっていきます。

　もちろん、すべてが順調に進んだわけではありません。
2008年のリーマンショックを引き金とした世界的金融
危機、2011年の東日本大震災等の難局があり、不動産
市場も大きな影響を受けましたが、会員各社の努力と政
府の政策支援等により、何とか乗り切ることができまし
た。

　我々不動産業界は社会構造が変化するなか、世界・
人類共通の目標であるSDGsの達成、国を挙げたGXの
推進に対する貢献、DXの進展への対応等、さまざまな
社会課題の解決に向けて、より一層重要な役割を果たす
ことが求められています。当協会には、時代のニーズを
先取りして活動してきたこれまでの実績に誇りを持つと
ともに、ピンチをチャンスに変える気概を持ち、積極的
に活動を展開してもらいたいと思います。そして、設立
100周年の折には、まちづくりと住環境の整備を通じた
価値創造で世界をリードし、社会課題が解決した姿を見
せていただけることを期待しています。

　不動産協会はまちづくりや住環境の整備を通じて、日
本の経済・社会の発展に大きく貢献してきました。社団
法人設立から60周年という大きな節目を迎えられたの
は、ひとえに会員各社と業界に携わる皆様の積極的な取
組み、国土交通省をはじめとする関係各位のご支援の賜
物であり、心より敬意と感謝の意を表します。

　振り返りますと、不動産業は21世紀に入り、大きな
変化を遂げていきます。契機となったのは1990年代の
バブル経済崩壊とその後の資産デフレです。「不良債権
化していた土地をそのままにしていては、日本経済の復
活はあり得ない」という危機感を背景に、不動産価格の
上昇を前提とした「所有」から、「活用」による価値の創
造へと大きく転換しました。その「活用」の内容も、少
子高齢化や人口減少等の社会構造の変化により人々の
価値観が多様化し、環境面からの制約も強まるという見
通しのもと、地域特性に応じた持続可能で課題解決型
のまちづくりを公的補助に頼らず進めていく必要性が高
まりました。

　こうした転換に向けた当協会を中心とした働きかけが
実り、政府が都市再生政策を主導して、2001年の都市
再生本部発足、2002年の都市再生特別措置法の創設・
都市再生緊急整備地域の指定等の施策が次々と打ち出
されます。官民でまちづくりの方向性を共有し、多様な
ニーズに対応できるような用途の柔軟化、公共貢献への
インセンティブとしての容積率割増等の規制緩和が実現
し、民間が中心となって、オフィス、商業施設、住宅、
ホテル等の複数の主用途に、文化、教育、健康、医療、
産業創造等の多彩なコンテンツを織り交ぜたうえ、道
路、公園、広場等の公共的用途の整備も一体で行うミク
ストユースのまちづくりが各地でスピード感をもって進
められます。資金面でも、新たな資金導入経路としての
不動産の流動化・証券化を推進する法・税制度が整備さ
れ、2000年にはJ-REIT市場が創設される等直接金融の
仕組みが整い、世界中から多様な資金を調達することで

理事長時代を振り返って

岩沙弘道 相談役
就任期間：2005-2011

め、引上げに伴いさらに大きな税負担が追加されること
になるとともに、内需の柱である住宅投資にも水を差す
ことになります。将来の更なる引上げも視野に入れ、住
宅取得者の税負担をこれ以上増やさないという基本スタ
ンスのもと、関係方面に強力に要望活動を行い、現在の
住宅ローン減税制度にも繋がる枠組みができました。
　一方、香港やシンガポール等アジアを中心とした都市
の国際間競争が激化していく中で、経済成長の原動力で
ある都市の国際競争力を強化していくことも不可欠でし
た。特に世界中から、人や企業、資金、情報を呼び込み、
東京を世界で最もビジネスのしやすい都市とするための
環境整備が喫緊の課題との認識のもと要望活動を推進し、
特定都市再生緊急整備地域や国家戦略特区制度が創設さ
れました。現在も、これらの制度を活用した都市再生プ
ロジェクトが推進されていますが、引き続き政官民が一
体となってスピード感ある取り組みがなされることを期
待しています。
　都市は社会経済活動の場であり、国民の生活を支える
基盤です。2016年には、これまでの協会活動を踏まえ
つつ、国を挙げて「一億総活躍社会の実現」に向けた取
組みや、都市や住宅に関する施策の見直しの議論等がな
されていたこと、また対応すべき社会や経済の動向等に
も鑑みながら、協会としても、2025年さらにその先を
展望して、大都市の目指すべき姿や住生活のあり方につ
いて目指すべき姿を示すため、「大都市および住生活の
あり方に関する提言」をとりまとめました。
　現在、2050年カーボンニュートラルに向け、社会の脱
炭素化が急速に進んでいますが、そうした中、まちづく
りを通じた社会課題の解決に向け、不動産協会が担う役
割はますます重要となります。我が国の未来を見据えた
不動産協会の活動がさらに発展していくことを心より期
待しています。

　不動産協会が設立された1963年当時の我が国は高度
成長期を迎え、都市部に産業や人口が集中し、都市がさ
らに拡大し、都市開発や住宅供給を担う不動産業に対し
て期待が高まった時代でした。私が不動産業界に入った
のは1970年で、協会活動とともに歩みを重ねる中、60
周年の大きな節目を迎えたことを大変感慨深く、これま
での関係各位の多大な努力と功績に改めて敬意を表しま
す。
　私が理事長を務めたのは2011年から2017年ですが、
グローバル化が進展する一方で、少子化・高齢化、生産
年齢人口の減少等、経済・社会構造にも変化が生じ、不
動産業界を取り巻く環境が大きく変わり始めつつあった
時期でもあり、不動産業の事業領域も大きく拡大し、経
済成長の担い手としての期待が高まる一方、諸課題も山
積していました。
　とりわけ、就任する直前に東日本大震災という未曽有
の大災害に見舞われ、我が国の経済・社会に甚大な影響
を及ぼしました。協会では震災からの復興に向けて、会
員企業とともに支援活動に取り組むとともに、「日本経
済の再生なくして復興なし」との考えから、まちづくり
や住宅供給を通じた経済成長への貢献を念頭に、日本経
済の活性化に必要な施策を各方面に働きかけました。一
方、震災では都市の防災性能のさらなる向上や帰宅困難
者対策などの新たな課題も顕在化しました。今後予想さ
れる災害に備え、今に続くオフィスビルや分譲マンション
におけるBCP（事業継続計画）機能、防災備蓄倉庫や非
常用発電の整備等の会員企業による取り組みが、ハード、
ソフト両面から円滑に進むよう必要な対応を行ったのも
この頃です。さらに電力不足に対しても「電力対策自主
行動計画」を策定する等、電力削減に取り組みました。
　また、当時は、財政健全化、社会保障の安定的な財源
確保等を背景として、消費税率の引上げを含む税制の抜
本改革が避けることのできない大きい課題となっていま
した。そうした中、消費税率を段階的に10％まで引き
上げることが決まりましたが、社会資本財でもある住宅
は豊かな国民生活の基盤であり、価格も極めて高額なた

木村惠司 相談役
就任期間：2011-2017
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■ 60周年に寄せて
　日本の不動産は、不動産業界に携わるさまざまな方々
のご尽力により大きく発展してきました。とりわけ60
年という長きにわたり政策提言や調査研究等を通じた不
動産協会の活動が大きく貢献し、これだけ社会に認知さ
れたのはとても素晴らしいことです。

■経済の成長と不動産の役割
　この10年を振り返ると、世界では資産価格の変動が
経済に与えるインパクトの大きさが共有されてきた時期
だと思います。日本では金融緩和と財政政策、成長戦略
を中心とするアベノミクスによって、落ちこんでいた経
済を成長軌道に乗せようとしてきた期間だったと言えま
す。各国政府・中央銀行も資産価格の安定を重視した経
済・金融政策を進めてきたように思います。一方、米国
では「GAFA」と呼ばれる巨大 ITプラットフォーム企業
が急激に伸長したように、デジタル化による産業構造の

大変革が生じ、さらに、コロナ禍、ウクライナ侵攻等外
生的な大ショックがあったというのが、ここ数年の動き
でした。こうした中、生産性の向上、特に潜在成長率の
引き上げが課題となり、日本の場合は少子高齢化も進む
中で大事なポイントになっています。
　成長力を高める上で、金銭的な成長だけではなく、社
会課題の解決に向け、サステナビリティやウェルビーイ
ングに配慮した企業・経済活動をすべきという声が強
まっています。これには二つの意味があり、一つ目は、
社会課題の解決に取り組むこと自体が結果として経済成
長に繋がるということ。二つ目は、そもそも経済は社会
の思想や価値観を基盤とするもので、人々の健康的な生
活や満足感のある暮らしを実現していくことが経済のあ
り方だということです。そして、不動産や都市は、この
二つを実現させる重要なプラットフォームとなり得るの
です。
　現代のイノベーションは、まちに多種多様な人やス
タートアップ等も含めた企業が集まって活動し、交流し
て知恵が混ざり合い、化学反応が起こることで発生しま
す。まちづくりを通じ、その交流の場を提供できるのが
不動産業です。環境にもやさしくサステナビリティに繋
がるような緑を配置しながら、住空間、オフィス空間、
都市空間を提供して、人々のウェルビーイングと相互交
流を高めていく。不動産は、社会課題の解決を推進する
メインエンジンであるとともに、お年寄りから子供も含
め、人々の行動や暮らし方を変える「場」としての力も
あります。そしてそこからは人的資本形成に繋がる投資
も生まれるはずです。これは、国内のみならず海外も含
めた投資を活性化させることにも繋がりますし、都市の
みならず地方も含めた草の根レベルの交流を可能とする
基盤整備にも繋がるのです。

■不動産協会への期待
　不動産はその特性上、長期にわたりお客様に価値を提
供することを期待されるとともに、安心安全も求められ
ます。不動産協会では、不動産やまちづくりのあり方を
さまざまな角度から提言していますが、企業活動を行う
上で不可欠な経営の視点とは別に、業界全体の発展に向
けた長期的かつ広範な視座を提供することは、非常に重
要なことです。これらの視座は、ひいては日本経済の成
長にも繋がるものです。ぜひこの先もますますご活躍さ
れることを期待しています。

有識者に聞く《 創立60周年に寄せて》

経済 東京大学大学院経済学研究科教授

柳川範之氏

■ 60周年に寄せて
　1963年の社団法人化から60周年、誠におめでとうご
ざいます。日本の都市計画の転換期に誕生した不動産協
会は、都市の健全な発展と公共の福祉の増進に関与し続
けている非常に意義のある団体だと改めて感じています。

■これまでの動向と今後について
　高度成長期の1968年、1969年に成立した都市計画法
と都市再開発法は、土地利用に公共の福祉という概念を
導入し、都市政策を公共の福祉の増進に向けた土地の高
度利用へと転換させました。具体的には、インフラを整
備し、都市機能を更新し、集積させていくということで
す。都市政策の転換期に不動産協会が各種の委員会をつ
くって提言を行ってきたことは非常に有用だったと思い
ます。
　1990年頃になると、不動産業界は高度情報化社会の
到来を見越して、都心のオフィスの機能更新の必要性
を説き始めました。これを受けて東京都は、1995年の

「とうきょうプラン」の中で都心の機能更新を宣言してい
ます。都心重視の流れは2002年の丸の内ビルディング
の建替え竣工や2003年の六本木ヒルズ竣工等の先進超
高層ビルの開発に繋がり、2002年の都市再生特別措置
法の成立もあって都心の再開発を加速させました。道
路、地下鉄等のインフラの充実によって都心の容積率を
1,300%に引き上げたことも都市再生を惹起させました。
一方で、メディアでは「オフィスの2003年問題」が喧伝
された時期でもあります。実際には新築ビルの稼働率
も賃料も上昇しました。背景にあったのは、オフィスの
機能転換です。かつて事務作業の場であったオフィスは、
情報交換や意見交換、意思決定を行う場へと変化してい
ました。都市再生特別措置法は、我が国経済の主力とな
る製造業を支える知的集約産業を都市に集積させる後押
しをしました。
　2014年に運用が始まった国家戦略特区制度は、グロー
バル化による都心の役割の変化を反映した都市政策で
す。都市はグローバルなフェイストゥフェイスのコミュ
ニケーションの場になることが求められる中で、リアル
な情報が集積する国際展示場、レセプション機能のある

ホテル、長期滞在のサービスアパートメントといった交
流・宿泊機能を都市開発に組み込んだのが国家戦略特
区です。今後、我が国の都市が国際金融都市としてより
競争力を発揮するには、多様性の受容が不可欠だと思い
ます。
　都市防災も重要なテーマです。とりわけ気候変動に伴
う都市水害のリスクが高まっています。東京都心は低地
帯が多いため、電気設備等をオフィスの上層階に設置す
る等の対策が行われています。そしてマンションでも同
様に水害対策が取られるようになっています。災害に強
靭な都市づくりに向けて、防災を積極的に進める必要が
あるでしょう。

■ �ディベロッパーや不動産協会に�
期待すること

　エネルギー効率の良い新しいビルは、環境負荷低減を
図りつつ、快適性を両立し、都市における気候変動対策
に寄与しています。これを説明するのは、さまざまな政
策提言に長年関わってきた不動産協会が最も適役だと思
います。また、国際金融都市であるためには国内外の優
れた人材を集める必要があります。ディベロッパーのみ
なさんには、人を惹きつけイノベーションが生まれるよ
うな魅力あるオフィスの提供を期待しています。

都市 明治大学名誉教授

青山佾氏
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■ 60周年に寄せて
　我が国の不動産業は長年にわたり、国際的にも誇れる優
良で健全な都市・建物等の資産を提供してきました。この
点において、不動産協会が、環境基準をはじめとするさま
ざまな政策提言等を通じて果たされた役割の大きさと貢
献度の高さに改めて敬意を表します。

■これまでの動向と今後について
　人類は有史以来、建物の建築においてその堅牢さや耐
火性、居住性を追求してきました。それが1980年代から
地球環境問題が意識され、建築の目的に「環境負荷の削
減」が加わりました。いわば建築史の新しいパラダイムで
す。そして現在、世界は国際アジェンダであるSDGs「人間、
地球及び繁栄のための行動計画」を共通目標としてその実
現を目指しています。SDGsは「経済・社会・環境の統合
的取組み」をうたっており、それらの要素は相互に関連し
ていることから、建物やまちづくりを通じて個人と社会の
安寧に繋がる生活基盤や経済基盤を提供しながら、同時に
環境負荷の削減に努めなくてはなりません。

　環境負荷の削減という観点では、不動産業・建築分野
においても二酸化炭素の排出削減が喫緊の課題となって
います。国際エネルギー機関によると、世界の排出量の
37％が建築由来、そのうち7割は冷暖房など等建物の運
用段階、残りの3割が建設段階に排出されたものとされ
ています。新築時にZEB・ZEHなど等に取り組むことに
より運用段階の排出削減を図ることは非常に大切ですが、
2050年カーボンニュートラルの実現には、建設段階の排
出削減にも意識を向けることが肝要です、既に欧米では、
この分野への規制強化や投資家からの要請が日に日に強
まっており、炭素の時間的価値を考えても、一刻も早い取
組みが必要です。そのため、日本でも、製造段階の排出量
が低減された建材等を積極的に採用したり、新築時から中
長期的な視野でより長く利用できる設計とすることで資
産価値の減少を抑えられる不動産・建築のあり方をぜひ、
検討・実践いただきたいと思います。また、循環経済－
サーキュラーエコノミーの観点から既存建築を活かして永
く使うことや、木材、CLTを活用した建物も排出削減及び
炭素の固定化といった面で有効な手段と言えるでしょう。
　また、近年では、環境負荷の削減及び環境性能の向上
と同時に、ウェルネスの視点が重視されつつあります。オ
フィスの価値自体が見直され、特に新たな製品やサービス
を生み出すために、従業員の知的生産性向上が求められて
います。そして、その知的生産性を高める上では、緑のあ
る執務環境やウェルネスへの配慮が有効だという研究結果
も示されています。
　ウェルネスへの対応は住宅においても必須です。日本は
未だ断熱性能の低い住宅が多く、寒い住宅に住むことは高
血圧等により健康を損ねる原因にもなることから、この分
野においては「生活環境病」という言葉をつくり、研究を
進めています。断熱性能を高めることは、光熱費の削減に
加え健康の向上に繋がる、 という二つのベネフィットを意
識し、それを消費者にしっかりと伝えながら性能を高めて
いっていただきたいと思います。

■ �ディベロッパーや不動産協会に�
期待すること

　不動産業界そして不動産協会の皆様には、常に幅広い視
点において、SDGsで掲げる地球環境と人類社会の持続可
能性、そして、環境性能の高い建物と環境負荷の軽減と
いったそれぞれ二つの柱の実現に邁進していただきたい。
未来に向け、国際社会の中で我が国の都市が確固たる位置
を占められるよう、持続可能な都市開発を牽引していくこ
とを期待します。

有識者に聞く《 創立60周年に寄せて》

環境 東京大学名誉教授

村上周三氏

います。60年間でかなり進化したハード（建物）にソフト
（マネジメント）が地域でも追いつくことで、より豊かな
暮らしがつくられると思います。

■ �不動産業界や不動産協会に�
期待すること

　住宅は100年後も残ります。長期的視野で時間の経過
とともにより良くなっていく住宅をつくっていただきた
いです。さらには世界中から視察が来るような建物とま
ち、仕組みを創造してもらいたいです。不動産業にはま
だまだ多くの可能性があります。若い人たちが、この創
造性を理解して、最も希望する就職先であってもらいた
い。また、他業界とのコラボレーションにより、さらに
発展し新しい可能性が生まれると思います。まちづくり
の主体である住民をディベロッパーと行政がきめ細やか
にサポートして、三者がWin-Winな関係になるような
エリアマネジメントの構築を期待しています。
　コロナ禍により在宅勤務が普及し自宅での暮らしの
重みが増してきました。居住場所の選択の幅も広がり、
コミュニティに求めるものも変化している気がします。
コロナ禍を契機に価値観は大きく変わりました。この変
化に対応する新しい住まいづくり、まちづくり、社会の
構築にチャレンジしてもらいたいと思います。

■ 60周年記念に寄せて
　不動産協会が設立60周年を迎えられましたことを心
よりお慶び申し上げます。不動産を通じて日本のまちや
私たちの暮らしを豊かにしてくださっている協会の歴代
役員の方々や協会会員の皆様に改めて敬意を表したいと
思います。

■ �これまでのマンション市場と�
今後の展望について

　不動産協会の皆様は、この60年でマンションに住む
文化やマンションという住まいの価値を創造してこられ
ました。マンションは、住民が自ら管理をするものであ
り、管理組合等が必要であるという理解が定着し、実践
されてきました。マンション内のコミュニティのみなら
ず、マンションと地域との連携の重要性も理解されるよ
うになりました。我が国に、マンションという居住形態
を定着させてきたことが、この60年の歴史でもあると
思います。
　そして60年が経過した現在、「マンション再生」とい
う新たな課題が生まれています。建替え要件（4/5以上
賛成）を緩和してもマンションの建替えが必ずしもス
ムーズになるわけではないと思います。建替えによって
生じる余剰床の売却が難しい場合は、区分所有者の自己
負担が大きいので建替えは積極的には進まないでしょ
う。では単純に容積率等の規制緩和をすればいいのか、
非常に難しい議論だと思います。そこで、改めてマン
ションの役割を見直してはどうでしょう。マンションは
私有財産の集合体のみならず地域の財産でもあります。
東日本大震災では、地域住民がマンションに避難され津
波の難を逃れた等、マンションが地域に寄与した事例を
多く耳にしました。地域を安心安全で魅力的なまちにす
るというマンションの社会的役割を明確にし、地域との
連携によってこの役割を実現していくのがエリアマネジ
メントです。高齢者が地域においていきいきと暮らす
ための仕組みづくり等も必要です。「マンションがある
地域はより安心安全で快適なまちになる」ためにエリア
マネジメントは今後ますます重要になるでしょう。マン
ションへの規制も、地域との連携の中で考えられると思

住宅 横浜市立大学教授

齊藤広子氏
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1934 不動産懇談会発足（1941年 不動産協会と改称）

1963 不動産協会、社団法人設立許可（理事長・江戸英雄 三井不動産社長）

1966 経団連加盟

1967 住宅宅地・都市政策における民間ディベロッパーの活用を意見具申

1968 日本高層住宅協会、社団法人設立認可（理事長・瀬山誠五郎 住友不動産社長）

建築基準法改正・都市再開発法制定について意見を提出

1973 アフターサービス規準制定（※高住協・不動協）

「民間ディベロッパー行動綱領」制定（※不動協・高住協など4団体）

1975 住宅宅地供給促進対策の策定。以後も具体的対策を提言

1977 アフターサービス規準改定（※高住協・不動協）

日本高層住宅協会理事長に安藤太郎氏（住友不動産社長）就任

　不動産協会が社団法人として発足したのは、昭和38年3月4日でした。もともと、この協会の前身は、昭和9年、
不動産に関する調査研究を目的として設立された不動産懇談会（任意団体、昭和16年に不動産協会と改称）であり、
東京都の地価調査などで多くのすぐれた実績をあげてきた、業界でもっとも長い歴史と伝統をもつ団体でした。

　社団法人として発足した当時－昭和30年代後半は、我が国の経済成長がいよいよ本格化し、人口・産業の大都
市集中を背景にしためざましい都市の発展のもとで、不動産業界が大きく成長した時代でした。この時代以降、不
動産業の社会的比重は急速に大きなものとなり、土地・住宅の供給・流通・経営といった経済活動には、社会一般
から大きな期待がかけられ、同時に、これらの事業活動に対する法律・制度・行政も次々に整備されてきました。
　そこで、業界の一流企業をもって構成された当協会にも、こうした新しい時代に即応して、団体としての活動を
より強化しようという動きが出てまいりました。

　このような状況のもとで、昭和37年秋、日本生産性本部主催による米国都市産業開発視察団が組織され、その
参加者の間で、不動産協会の社団法人化が急速に推進されることとなったのであります。その活動目的は、各会員
社が団結して力を合わせ、我が国の土地住宅および都市政策に協力し、住宅難の解消、都市問題の解決などに寄与
するとともに、業界の先頭に立ってその発展に貢献しようということにありました。

　以来、当協会は、この目標を掲げ続け、さまざまな時代の局面において常に最大の努力と精進を重ね、社会の信
頼に応えてきたのであります。

設立

年表

協会のあゆみ

1979 都市再開発の推進方策について提言

1981 土地税制懇談会「土地税制に関する提言」とりまとめ

1986 借地・借家法改正に関する意見を提出

1989 大都市地域における都市型住宅の供給促進策を提言（※高住協）

1990
「首都圏供給動向調査」開始（※高住協）

不動産協会理事長に坪井東氏（三井不動産会長）就任
大都市圏勤労者の住宅確保対策について提言（1992年に2次提言）

1992 土地保有税の抜本的見直しを要望
以後も精力的に要望活動を継続

1993 アフターサービス規準改定（※高住協・不動協）

1994 土地・住宅関連の規制緩和等について要望
定期借地権住宅の普及について提言

1995
長期修繕計画作成指針策定（※高住協。2002年に改訂）

都心居住の推進について提言（1997年に2次提言）

「高齢化対応集合住宅検討委員会報告書」発表（※高住協）

1996
坪井理事長急逝、後任理事長に田中順一郎氏（三井不動産社長）就任
マンション建替え促進方策について提言
地価抑制から土地の有効利用促進への土地政策転換を提言

1997
日本高層住宅協会理事長に髙城申一郎氏（住友不動産会長）就任

「不動産業における環境自主行動計画」策定（1998年及び 2001年・2006年に改訂）

「不動産業の21世紀ビジョン」と「企業行動理念」を決定

1998 インターネットで新築分譲マンション案内開始（※高住協）

1999 不動産証券化活用方策調査報告書とりまとめ

2000 「新たな都市・住宅ビジョン」策定
住宅品質確保法施行、アフターサービス規準改定（※不動協・高住協）

2001
不動産協会、日本高層住宅協会が統合、理事長に田中順一郎氏（三井不動産会長）就任
住宅金融公庫改革に対し要望
都市再生推進のための規制改革等について意見を提出

2002 資産デフレ問題研究会政策提言「資産デフレからの脱却」とりまとめ
土地・住宅税制の抜本改革を要望

2003 理事長に髙城申一郎氏（住友不動産会長）就任
引き続き、土地・住宅税制の抜本改革を要望

※不動協＝不動産協会、高住協＝日本高層住宅協会
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2004 「不動産分譲事業における個人情報保護に関する留意事項」策定

2005 理事長に岩沙弘道氏（三井不動産社長）就任

2006 耐震強度偽装事件に対し、マンションの信頼回復のため取り組むべき事項に関する申し合わせを 
決定・実施、建築基準法等の一部改正法成立

2007 「グローバル経済下における不動産のあり方懇談会報告書」を発表
事業継続計画（オフィスビル賃貸事業用）ガイドラインを策定

2008 オフィスビルの地球温暖化対策目標を充実（環境自主行動計画第 5版）

2009 「新築分譲マンションにおける環境自主行動計画」を策定

2010 住宅・都市分野の成長のための「都市未来戦略」を提言
「不動産協会低炭素型まちづくりアクションプラン」を策定

2011
理事長に木村惠司氏（三菱地所会長）就任

「不動産協会  電力対策自主行動計画」を策定
資産デフレに関する研究報告書とりまとめ

2012 一般社団法人へ移行
「都市の防災機能を高めるために不動産業の果たすべき役割研究会報告書」とりまとめ

2013
「不動産業環境実行計画  ～サステナブルなまちづくりにむけて～」を策定
50周年シンポジウムを開催

「不動産協会 企業行動理念」を改定

2014 「不動産業環境実行計画」の数値目標を改定

2016 「大都市および住生活のあり方に関する提言」とりまとめ
「不動産業環境実行計画」の新築オフィスビル、新築分譲マンションの数値目標を一部改定

2017 理事長に菰田正信氏（三井不動産社長）就任

2018 「AI・IoT等、新技術の活用とまちづくりのあり方 調査報告」とりまとめ

2019 「オフィスの未来に関する調査」とりまとめ

2020
「水害等の災害に備えるための都市・住宅の強靭化」研究会報告書とりまとめ
「Withコロナ・Afterコロナにおける国土構造・都市構造のあり方に関する研究会」 

中間とりまとめ報告書とりまとめ

2021 「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」策定
「不動産業環境実行計画」の改定

2023 理事長に吉田淳一氏（三菱地所会長）就任

協会のあゆみ

はじ め に

C O N T E N T S

　不動産業は、国民生活や企業活動の基盤となるオフィスや住宅をはじめと

する都市環境、住環境を創造・整備するなど、「まちづくり」の担い手として

大きな役割を果たしています。これまでも、都市・地域の再生、オフィスビ

ルや商業施設の開発・管理・運営、良質なマンションの供給や不動産証券化

等の各種事業を通じて、日本経済を支えてきました。国民経済計算年報によ

れば、国内総生産（GDP）に占める不動産業の割合は1割を超えるなど、日

本経済の中でも重要な位置を占めています。 
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オフィスビル（都市再開発）
主な不動産事業の歩み・取組み ❶

オフィスビル（都市再開発）

オフィスビル開発の歴史

　我が国におけるオフィスビルの歴史は、明治時代に
起源があると言われています。三菱一号館や馬場先門
通りの両端に赤レンガ造りの西洋館が建てられ、初
めて洋風のビジネス街が出現したのもこのころです。
1914年には近代的な設備を備えた三菱21号館が完
成。専門的貸しビル業は、ここから始まったと言えま
す。
　1923年には丸ノ内ビルヂングが完成、同年の関東
大震災を機に、耐震建築の重要性が認識されるように
なりました。第二次世界大戦により、貸しビルの多く
は焼失したものの、残存したビルの接収が解除され、
地代家賃統制令が改正された1950年以降、貸しビル
の本格的な建築が進められていきます。
　1950年代以降、第二次世界大戦中に工事を中断し
ていたビルや戦後に着工したビルのいくつかが竣工。
そして、1950年代後半に入ると、朝鮮戦争後の神武
景気を背景に、第一次のビルブームが訪れます。銀行
の不動産業に対する融資評価は「丙ランク」で、資金
調達は依然として困難でしたが、入居予定の企業から
資金の提供を受ける「建設協力金方式」が一般化、ビ
ル事業が軌道に乗っていきました。

都市再開発事業の進展

　1955年以降の高度成長期にはビル需要が急増、そ
れに伴い貸しビル業が著しい発展を遂げました。この
時代を通じて三菱地所のビル群や国有地の払下げを受
けた金融機関、新聞社の社屋等が続々と完成、東京の
大手町・丸の内・有楽町にかけてのオフィス街がほぼ
完成しました。
　1961年の特定街区（※1）制度の創設と1963年の
容積率（※2）規制の導入を受け、建物の高さ制限等
が緩和されました。さらに1968年には新たな都市計

画法が制定され、1969年には都市再開発法も制定さ
れるなど、1960年代〜 70年代はじめにかけ、良好
な市街地環境を確保しつつ、優良な建築・開発を誘導
する諸制度が整備されました。こうしたことから、民
間事業者も大掛かりな再開発事業（※3）に進出する
ようになります。1968年には、特定街区第1号とし
て1964年に同時に指定を受けた東京の常盤橋再開発
と霞が関ビルが相次いで完成、それぞれ当時の東洋
一の規模と超高層第１号となりました。また、同じ
1968年には、東京都の淀橋浄水場跡の基盤整備が終
わり、民間へ土地が払い下げられて、超高層ビルの立
ち並ぶ新宿新都心の建設が始まりました。
　1970年代後半に入ると、人口と産業の大都市集中
が一段落し、ビルブームも落ち着きを取り戻した一方
で、新しい事業スキームなどを活用した「まちづく
り」と呼ぶにふさわしい、より質の高い開発が進めら
れるようになります。その代表的なプロジェクトが、
1986年に完成した東京・港区のアークヒルズです。
また、旧NHKの跡地等に2つの特定街区が指定され、
1981年に竣工した日比谷シティには、4棟のビルが
建設されましたが、このプロジェクトは、街区内で空
中権（※4）が売買された事業としても有名です。

バブル崩壊と「都市再生」の推進

　1980年代後半から90年代初頭にかけては、情報化
の進展や東京の国際金融センター化を背景に、空前の
開発ブームを迎え、ディベロッパー以外の企業も続々
とビル事業に参入、バブルと呼ばれた地価高騰に拍車
をかけました。またこの間に、千葉の幕張、横浜のみ
なとみらい21、大阪ビジネスパーク（OBP）、横浜ビ
ジネスパーク（YBP）など、長期にわたって事業を継
続してきた超大型のプロジェクトも相次いで姿を現し
ます。
　バブル崩壊後には、低迷が続いた日本経済の活性化
対策として、民間事業者による都市再開発事業の積極
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オフィスビル（都市再開発）

近年のオフィスビル・まちづくり

　最近では、オフィスや商業施設、住宅に加え、ホー
ル、イベントスペース、劇場、公園など多様な機能を
盛り込んだ大規模開発が活発化しています。そうした
大規模開発では、生物多様性の確保や環境貢献の場と
して広大な緑地やオープンスペースを確保するものも
多く、地域の住民やワーカーにも開放して地域のコミ
ュニティ拠点として活用したり、災害時の避難場所と
しての機能も果たすことで、オフィスの付加価値向上
にも繋げています。都市の防災性能向上に向け、高度
な制振・免震構造や非常用発電設備を備えるなどBCP
機能を有するビルや帰宅困難者対策も踏まえて設計さ
れたビルなども増えています。
　デジタル技術を活用し、地域や社会の課題を解決す
るDXの推進が国の成長戦略の柱として掲げられる中、
劇的に変化する社会のニーズに対応すべく、こうした
新技術をまちづくりにおいて活用する取組みや実証実
験等が行われるとともに、新技術のみならず環境やエ
ネルギー、脱炭素などの対策も包含したスマートシテ
ィ実現に向けた取組みも進んでいます。
　また、生産性向上に向けた働き方改革が進展する中
で、サテライトオフィスやコワーキングオフィスも増
加。さらにはスタートアップ等も含めたオープンイノ
ベーションを進めるためのインキュベーションオフィ
スなど、働く場所のニーズが多様化する中でさまざま
なタイプのオフィスが登場しています。
　新規開発だけではなく、ストック活用の機運も高ま
っており、歴史的建造物そのものの改修・コンバージ
ョンや、その建物周辺を含めて一体的に再生するなど、
特色のあるビル再生も増加しています。
関連項目：環境・エネルギー、防災、エリアマネジメ
ント（30頁）

※1  特定街区 ：都市計画法に定める、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区。特定街区として指定された地
区内では、建築基準法上の規制は適用されず、 改めて同街区内独自の①容積率、②高さの限度、③壁面の位置の制限を定める。

※2 容積率：建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。
※3  再開発事業：法定再開発と任意の再開発がある。法定再開発は都市再開発法に基づく市街地再開発事業のことで、都市計画事業
として、都市の防災性や機能性の向上を目的に実施する。任意の再開発は建築物の建替え等も含まれる。

※4  空中権：①土地の上部空間を利用する権利（air right）と、②隣接敷地等の容積率の移転を受けて利用する権利（transferable 
development right）の2種類がある。

的な推進に、大きな期待が寄せられました。
　2002年には、都市再生特別措置法の施行により、
国が都市再生の拠点として緊急的かつ重点的に市街地
の整備を推進すべき地域を指定する「都市再生緊急整
備地域」がスタート。これにより、国鉄清算事業団の
売却地の開発等が進められ、汐留や品川、六本木等で
の再開発が行われ、良質で大規模なオフィスビルが
次々に供給されました。
　一方で、人口減少、少子化・高齢化が進む中、地域
の活力を維持しながら、行政サービス、医療、福祉、
商業等の機能を確保して安心に生活できるコンパクト
なまちづくり、いわゆる「コンパクトシティ」の必要
性が指摘され、2014年には都市再生特別措置法の改
正により、立地適正化計画制度が創設されるなど、さ
まざまな取組みが進んでいます。

国際競争力のあるまちづくり

　経済のグローバル化等に伴い、経済成長の重要な原
動力である都市の国際競争力の向上が、国の発展にと
ても重要なテーマとなっています。ニューヨークやロ
ンドンといった世界の大都市や、近年発展が著しいア
ジアの諸都市との競争に打ち勝つためには、日本の都
市に、世界中から人材・企業・資金・情報を呼び込む、
国際的なビジネス環境整備を進めることが求められて
います。
　2011年には、都市再生特別措置法の一部が改正さ
れ、国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域を指
定する「特定都市再生緊急整備地域」や、総合特別区
域法に基づく「総合特区制度」が設けられました。ま
た2013年には、国際的な経済活動拠点の形成を促進
する目的から、国家戦略特別区域法が成立するなど、
都市の国際競争力強化に向けた取組みが強力に進めら
れています。
関連項目：国際化（29頁）
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住まい
主な不動産事業の歩み・取組み ❷

住まい

戦後の住宅難への対応から
ストック活用にも政策が拡大

　国民生活の基盤とも言える「住まい」を提供する住
宅事業に関連する不動産事業には、大別すると土地や
建物の所有権を販売する「分譲」、賃料を受け取って
貸し出す「賃貸」と、土地や建物の売買・賃貸借等の
仲介を行う「不動産流通」の3つがあります。
　戦後、戦災での焼失等による住宅不足（終戦時で約
420万戸不足）は深刻なものでした。さらに1950年
代からは、高度経済成長に伴い、大都市への爆発的な
人口集中が生じたことで著しく土地需要が増大し、地
価が高騰、住宅難はさらに深刻度を増しました。これ
を解消する切り札として1955年に日本住宅公団（現・

（独）都市再生機構）が設立され、ニュータウン建設や
新市街地開発等の住宅・宅地開発や集合住宅の「団地」
が大量に供給された結果、1968年には住宅ストック
の数が総世帯数を上回りました。
　住宅の種類は大きくは集合住宅（マンション）と戸
建てに分けられ、住み手は自らのライフスタイルや志
向等によって選択することになります。近年、政府は
ストック活用も重視する方針を打ち出しており、既存
住宅の流通やリフォーム・リノベーションの活性化に
向けた制度整備も進められています。

分譲

分譲マンションの歴史

　住宅団地開発が活発だった戦後は、分譲は戸建てが
中心でした。新設住宅着工統計を見ると、1951年に
約5,000戸の分譲住宅が着工されていますが、これは

多くが戸建てだったと考えられます。その後、日本住
宅公団が団地型のマンションの供給を開始するなど、
徐々に分譲住宅の着工数は増え、1969年には10万戸
を突破します。
　このような時期に、利便性の高い東京都心部で高級
なマンションの分譲が始まり、大手の不動産事業者も
マンション分譲に参入しました。1970年からは住宅
金融公庫（現・（独）住宅金融支援機構）によるマンシ
ョン融資がスタート。数々の高層マンションも登場し
て、分譲マンションが市民権を獲得しました。
　1985年には分譲住宅約22万戸中、約12万戸がマ
ンションとなりました。1992年には定期借地権制度

（※）が創設され、この制度を活用したマンションも供
給されるようになりました。
　1990年代のいわゆるバブル崩壊の後には、法人の
事業の再構築等による工場や社宅の売却が進み、跡地
での分譲マンション開発が進みました。中でも都心部、
特に湾岸エリアでは、数多くの超高層マンションが開
発されています。
　こういった法人の土地売却が一段落した後には、都
心や駅前等での再開発案件等が増加しています。

多様化する住まいのニーズ

　近年、少子化・高齢化が進展する中、世帯構成やラ
イフスタイルの変化等により、住まいや住生活に関す
るニーズは多様化しています。そうした中、分譲マ
ンションの購入層は従来のファミリー層のみならず、
DINKS・シングル、そして郊外の戸建てから交通利
便性の高いエリアに住み替えるリタイア層等にまで広
がりを見せています。
　多様化するニーズに対応して、大規模な敷地に商業

※  定期借地権：借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければ
ならない借地権。［1］契約の更新がない、［2］建替えによる借地期間の延長がない、［3］建物買取請求権がない、以上3つの特約が必
要。
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住まい

ストック増加と
老朽マンションの建替え

　分譲マンションのストックは年々増加しており、累
計で680万戸を超えています。建築基準法制定後、日
影規制の導入や、数次にわたる耐震基準等の強化等が
あり、既存不適格となった高経年分譲マンションも少
なくありません。さらに近年、住設機器・工事手法・
商品企画が進化する一方で、エレベーターがない、配
管の刷新が困難等、改修が難しい高経年マンションも
あります。こういった場合には、建替えが選択肢に入
ってきます。
　国土交通省は2002年に区分所有法を改正して建替
え決議の要件を緩和するとともに「マンションの建替
えの円滑化等に関する法律」を施行。建替え決議を実
施したマンションは、建替組合を設立し、組合が主
体となって建替え事業を進められるようにしました。

施設等と複合的に開発される物件や、共用施設を充実
させた大規模物件、環境共生・省エネを重視した物件、
職住近接等に対応したコンパクトタイプの物件等、さ
まざまな企画のマンションの供給が行われています。
さらに、2011年に発生した東日本大震災等で住まい
の安心・安全に対する意識が高まる中、マンションで
は免震・制振構造の採用、非常用電源の確保、防災備
蓄倉庫の設置などの取組みも多く見られるようになり
ました。
　これらに加え、2020年以降のコロナ禍を受け、住
宅にも感染症対策が求められるようになり、非接触キ
ーや非接触水栓など新たなアイテムも普及していきま
した。さらに、コロナ禍を機に働き方改革が加速し、
リモートワークが進んだことから、自宅や共用部での
業務が可能な住宅企画も増えています。

マンションにおける開発・販売の流れ

情報
入手

事業収支
商品内容確定商品企画⑴ 商品企画⑵

物件
調査・判断

売買
契約

土地売買 着工 販売開始 竣工 引渡物件情報

引渡

企画設計 基本計画 基本設計 実施設計

事前調査・相談 事前協議

標識設置 説明・折衝

建築確認取得建築確認申請
建築主事等

検査

販セ・モデル用地選定

販売方法・価格打合わせ

（管理会社決定）

竣工 モデルルームオープン

販
売
開
始

契

　
約

着工 施主検査 竣工 引渡（施主）

引

　
渡

内
覧
会

竣
工
後

6
カ
月
検
査

1
年
目
検
査

2
年
目
検
査
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す。
　そうした課題を解決するために、国土交通省は、
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を
2021年6月に改正して、管理組合の運営を地方自治
体が認定する「管理計画認定制度」を創設、同年9月
には、管理適正化に向けた管理組合、自治体、国等そ
れぞれの役割を示す「マンションの管理の適正化の推
進を図るための基本的な方針」を策定しました。改正
法は2022年4月に施行され、管理計画認定制度がス
タートし、同時に（一社）マンション管理業協会によ
る「マンション管理適正評価制度」も始まりました。
　また、2022年10月には、法務省法制審議会におい
て区分所有法改正に関する議論が開始されました。再
生や管理の円滑化等について議論が行われています。

賃貸住宅
　戦後は、住宅不足に対応して、公団公社による公的
賃貸住宅の供給が主流でしたが、その後民間による良
質な賃貸住宅の供給も増え、都心部においては高級賃
貸住宅市場もマーケットとして成立するようになりま
した。
　近年では、少子化・高齢化への対応やニーズの多様
化、人口減少等、賃貸住宅市場を取り巻く環境も変化
しており、こうした変化に対応すべく、さまざまな取
組みが進められています。例えば、原則として60歳
以上の方を入居対象として生活相談や安否確認も提供
する「サービス付き高齢者向け住宅」（2011年より登
録制度がスタート）等の高齢者向けマンションの整備
や、留学生の増加や進学率の向上等を背景とした学生

2014年には、同法の改正により5分の4の多数決で区
分所有関係を解消し土地を売却できる「マンション敷
地売却制度」が創設され、マンションを商業施設等の
他の用途に再生することも可能となりました。しかし、
合意形成の難しさ、建築規制の問題などがあるため、
マンション建替えは、国の掲げる目標ほど進んでいな
いのが現状です。

高まるマンション管理の重要性

　分譲マンションの敷地および共用部分の管理は、区
分所有者により構成される管理組合がその責任と負担
で行うことが原則とされています。多くの場合、管理
組合は管理業務を行うための費用を管理費として区分
所有者から徴収し、マンション管理業者に業務を委託
しています。
　建設省（現・国土交通省）は1982年、マンション
管理規約のモデルとなる中高層共同住宅標準管理規約
（現・マンション標準管理規約）を作成。以降、時宜に
応じて改正を実施しており、多くの管理組合が、この
マンション標準管理規約に基づき長期修繕計画を策定
して修繕積立金を区分所有者から徴収し、計画的な修
繕を実施することでマンションの維持保全を行ってい
ます。
　他方、区分所有法等の法・規制が、分譲マンション
の普及に追随して整備された経緯があるため、法整備
以前に建てられた高経年マンションの中には管理組合
が存在しない、あるいは機能していない、いわゆる「管
理不全マンション」も見受けられ、問題となっていま

仲介手数料
受領

重要事項
説明

価格・
引渡し時期等
条件の
交渉・確認

残金清算
抵当権設定
登記申請

ローン申込み

売買契約締結
（手付金の授受）
（仲介手数料受領）

残債務返済
抵当権抹消登記
移転登記の申請
物件引渡し

物件調査・
価格査定

条件合意・
媒介契約
締結

レインズ登録
購入希望者
探索・発見

売

　
却

価格等
希望条件の
確認

物件探索・発見
購

　
入

媒介契約
締結

不動産仲介（媒介）業務の流れ

※ 媒介契約制度
一般媒介：依頼者（売主）が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的
に自由である契約。
専任媒介：媒介契約のうち、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずるもの。
専属専任媒介：専任媒介契約であり、かつ依頼者が、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買等の契約を締
結することができない旨の特約が付いた契約。
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等も進められており、賃貸取引では2017年に、売買
取引では2021年にITを活用した重要事項説明の本格
運用が始まりました。2022年には重要事項説明書等
の電磁的方法による交付もスタートしました。こうし
た中、事業者においても、販売活動の非対面化等の消
費者の選択肢を増やし、利便性を高める取組みが進め
られています。

ストック時代における
リフォーム・リノベーション

　2006年には住生活基本法が制定・施行され、住ま
いに関するニーズの多様化や数的なストックの充足等
も踏まえ、国は「リフォーム」や「リノベーション」と
いった既存ストックの活用といった政策にも力を入れ
るようになりました。
　リフォームが「改修」を意味するのに対して、リノ
ベーションは「既存建物を改修してなんらかの新しい
価値を付与する」という意味で広く使われています。
不動産流通業界では、仲介する際にリフォーム・リノ
ベーションもセットで提案するビジネスモデルが増え
ています。また分譲事業者の中には、既存建物を購入
してリノベーションして売却する、買取再販事業を手
掛ける事業者も増えてきています。
　2018年には、国土交通省に登録した事業者団体が
定めるリフォーム計画等の一定基準をクリアした物件
に対して、国が商標登録したロゴマーク（標章）の使
用を認める「安心R住宅」制度がスタートしました。
　質の高い新規の住宅ストック創出とともに、こうし
た既存のストック活用が進むことが期待されていま
す。

向けの需要に対応した賃貸マンションや寮の開発も行
われています。

不動産流通

不動産流通業の近代化

　不動産流通事業とは、土地や建物の売買・賃貸借等
の契約の仲介（媒介）を行う事業で、その歴史は古く、
不動産業の原点と考えられています。
　戦後の混乱期には不動産取引をめぐるトラブルが多
発したため、1952年、顧客の利益の保護や不動産業
の健全な発達を図ることなどを目的に、事業者の登録
制等を導入した宅地建物取引業法（以下、宅建業法）
が制定され、さらに1964年の改正で事業者の免許制
度が導入されました。その後1960年代後半にかけて、
人口の大都市圏への集中、住宅需要の拡大等に伴い、
不動産流通事業者の数は急激に増加。大手不動産事業
者も参入し、不動産流通業の近代化とともに大手と中
小の分野調整等も社会的な注目を集めました。
　1980年には、不動産仲介の当事者同士の契約関係
を明確にしなければならないという社会的な要請に対
応するため、宅建業法が改正されて一般・専任媒介契
約制度（※）が誕生。これによって一定の事項の書面
化等が定められ、専任媒介契約時は「流通機構」へ物
件情報を登録することになりました。加えて、不動
産物件情報の共有化を推し進めるために1990年にス
タートしたのが専属専任媒介契約制度（※）です。こ
の契約の取引について、流通機構を需給圏域ごとに一
本化した「指定流通機構」（レインズ＝REINS［Real 
Estate Information Network System］）への登録が
義務付けられました。
　国は不動産流通市場の活性化に向け、消費者が安心
して既存住宅を選択・購入できる環境づくりを進める
べく、さまざまな施策を打ち出しています。2018年
には、改正宅建業法が施行され、媒介契約締結時・重
要事項説明時等において、「建物状況調査（インスペク
ション）」の斡旋の可否や、行った場合の結果の概要を、
仲介する不動産事業者が説明する義務が課されていま
す。
　近年の規制改革やDXの推進に伴い、不動産取引の
オンライン化が進められています。国による制度整備
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リゾート・ホテル、商業施設、物流施設
主な不動産事業の歩み・取組み ❸

リゾート・ホテル

リゾート整備とホテル開発

　1960年代から、国民の間にも余暇を楽しむゆと
りが芽生え、各地で観光地などの整備が進みました。
1970年代後半に入ると、さらにリゾート開発が活発
化、数百～ 1,000ha超の大規模な開発地に、スキー
場やゴルフコース、マリーナ、大規模ホテルを備えた
大規模複合リゾートが全国に誕生。1987年には「総
合保養地域整備法」（リゾート法）が制定され、こうし
た動きがさらに加速しました。 
　この状況を一変させたのがバブル崩壊です。リゾー
ト法の適用を受けて開発された大型リゾート施設の多
くが、集客見込みや収支計画の予測が外れ経営が破綻
し、大手不動産事業者等が経営を引き継いだケースも
ありました。最近では、ホテルを中心とする新たなリ
ゾート開発に加え、過去のリゾート地を再生するなど
の動きも見られます。

都市型ホテルの整備

　大都市を中心に立地する都市型のホテルは、1964
年の東京オリンピックをきっかけに供給が拡大しまし
た。来日する海外の選手団や報道陣の宿泊需要に対応
するためです。この時期に建てられたホテルは現在で
も日本を代表すると言われる施設も少なくありませ
ん。その後、高度成長期を経て経済成長著しかった日
本に商談に訪れる外国人ビジネスマンの宿泊需要等も
あり、そうしたビジネスマン向けの都市型ホテルも整
備されています。

インバウンド需要とホテル供給

　近年、ホテルでは訪日外国人旅行者の需要が大きな
ポジションを占めています。2006年に観光立国推進
基本法が成立、2007年に観光立国推進基本計画が制
定（2017年に改定）されました。そこで訪日外国人
の旅行者の誘致強化が盛り込まれ、海外向けのプロモ
ーション強化など、さまざまな取組みが進められてい
ます。
　新型コロナウイルス感染症により一時的に訪日外国
人旅行者数の落ち込みが見られますが、アフターコロ
ナを見据えて、新規のホテルが各地で開発されていま
す。既存ホテルでもリニューアルの動きが見られ、ま
たオフィスビルをホテルに、商業施設をホテルにとい
ったコンバージョン事例など供給形式の多様化も進み
ました。
　不動産事業者が手掛けるホテル事業では、1970年
代後半以降、大規模複合開発にホテルが組み込まれる
ケースが数多く見られます。事業の形態としては、ホ
テル所有者が運営のノウハウを持つ子会社等に運営を
委託する「マネジメント契約方式」や、海外有名ホテ
ル等からブランド使用権と運営ノウハウの提供を受け

。すまりあが等」式方約契ズイャチンラフ「 る
　また国内ではこれまで、富裕層向けの本格的なラグ
ジュアリーホテルは多くはありませんでしたが、近年
は不動産事業者が海外のラグジュアリーホテルと提携
した海外ブランドホテルの開業が目立つようになって
います。
関連項目：国際化（29頁）
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物流施設

EC市場の拡大等でニーズが増大

　従来は倉庫業がその機能を担っていた物流施設で
すが、EC（電子商取引）市場の拡大等を背景に社会イ
ンフラとしての物流の重要性が高まるとともに、3PL

（※）の隆盛等に伴い、日本国内の物流市場は急成長し、
物流施設に求められる機能も変化しています。そうし
た中、不動産事業者も新たな事業の柱として物流施設
事業に取り組み始めています。
　不動産事業者が整備する物流施設は、複数の企業に
物流施設を賃貸する「マルチテナント型」 と、特定の
企業のために物流施設を開発・賃貸する「ビルド・トゥ・
スーツ型」 の大きく2種類に分類されます。また、消
費者の購売スタイルの変化に伴い、大量の配送物を短
期間で処理するための物流施設や保管・流通加工機能
を備えた物流施設など、大型で先進的、複合的な機能
を持つ施設が増加しています。将来の新たなAI・ICT
技術やロボット導入を見据えた設計を採用した施設も
出てきています。
　免震構造の採用や非常用発電施設の設置等、災害対
策やBCPに対応した物件も見られるほか、全館LED照
明や太陽光発電による自家発電など環境に配慮した施
設も増えています。またテナント企業の従業員確保の
ため、休憩施設やカフェテリア、託児所等を併設して
働きやすさに配慮した施設も登場。このようにさまざ
まな工夫が見られます。

商業施設

2000年以降大型SCが増加

　第二次世界大戦後の高度経済成長期以降、自動車の
普及に伴って郊外ロードサイド型の商業施設開発がみ
られましたが、開発の動きが加速したのは2000年代
以降です。2000年の大規模小売店舗法の廃止で大規
模な商業施設の開発が可能となったことを契機に、地
方・郊外部も含めてショッピングモールと呼ばれる大
型のショッピングセンターの開発が活発化しました。
現在に至るまで、アウトレットモールや、スポーツ施
設・保育施設併設型のショッピングモールなど、全国
各地で大規模かつ多彩な商業施設開発が進展していま
す。
　競争が激化する中、商業施設の競争力を維持・向上
するために、テナントリーシング、適切な運営・管理、
必要に応じたリニューアルなどが不可欠です。
　なお広い土地の確保が難しい一方で都心部では、再
開発大型ビルの一部に小売りや飲食の店舗を集めて商
業施設とする動きや、商業に特化した小型のビル開発
等が多数見られます。また、まちの賑わい創出に向け、
広場等を広く開放してエリアマネージャー等が地域の
人とともにイベントを開催するといった取組みも増え
てきています。

※ 3PL：Third Party Logistics。物流機能の全体もしくは一部を、委託して効率化する物流業務形態。
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不動産証券化
主な不動産事業の歩み・取組み ❹

不動産証券化

不動産証券化の歴史と進展

　不動産の証券化とは、一般的に取引価格が高額にな
りがちで流動性が乏しいとされる不動産の取引につい
て、所有権を小口化した出資持分にしたり、不動産の
生み出すキャッシュフローを受け取る権利を証券の形
にしたりすることで流動性を確保する技術のことです。
　不動産証券化の先駆けは、1931年の抵当証券制度ま
で遡りますが、現代的な意味合いにおける証券化の始
まりは、1987年の不動産小口化商品の登場等からと考
えられています。その後1995年に「不動産特定共同事
業法」が施行し、2000年には「特定目的会社（SPC）に
よる特定資産の流動化に関する法律（旧SPC法）」が「資
産の流動化に関する法律（SPC法）」へ改正されたこと
によって資産流動化型の不動産証券化手続きが簡素化
されるなど、不動産証券化に関する法整備が進みます。
また、同年の「投資信託及び投資法人に関する法律」（投
信法）の改正により、不動産が投資信託の運用対象と
なったことを受け、2001年よりJ-REIT（不動産投資信
託）がスタートしました。近年では、ホテルや物流施設、
ヘルスケア施設等を投資対象とする特化型のJ-REITが
登場するなど運用資産も多様化しています。
　不動産の証券化が進展してきた背景としては、1990
年過ぎから始まった地価の下落などを契機に、不動産
の所有と経営を分離させたいという企業ニーズの高ま
りなど、不動産に関するリスク認識が変化してきたこと
が挙げられます。また、金融・資本市場における間接
金融から直接金融への大きな流れの中で、投資用不動
産が金融商品化していく過程でも大きく発展しました。

具体的な証券化手法

⑴不動産投資信託

　不動産投資信託とは、投資家から集めた資金を主と
して不動産等で運用し、その運用益を投資家に分配す
る集団投資スキームのひとつです。
　投資信託は、多くの投資家から資金を募り、投資の
専門家が運用し、得られた収益を投資家に分配する金
融商品です。従来、運用先は主として有価証券に限定
されていましたが、2000年の投信法一部改正によっ
て、その運用先として不動産が認められ不動産の投資
信託が可能となり、2001年には東京証券取引所に初
めて不動産投資信託が上場されました（J-REIT市場の
創設）。
⑵資産流動化型不動産証券化
　資産流動化型不動産証券化とは、不動産の証券化を
目的に応じて類型化したもののうち、不動産を保有す
る企業等がSPC等のビークル（※）に不動産を譲渡し、
そのビークルが投資家に証券を発行して資金調達する
ことを目的として構築された仕組みのことです。特定
の不動産を対象にした資金調達という側面が強く、原
則として資産の入れ替えは予定されていません。
⑶不動産特定共同事業による証券化
　不動産特定共同事業とは、1995年に施行された「不
動産特定共同事業法」にもとづき、投資家からの出資
をもとに不動産の取引を行いその収益を投資家に分配
する事業のことです。同法では投資家保護のために資
本金や人的基準要件を満たし許可を受けた会社が投資
家から資金調達を行うことができるようになりまし
た。
　その後2013年の同法の改正により事業者の倒産リ
スクと隔離され、2017年の改正では、機関投資家な
どの適格特例投資家のみを対象とする場合には、届出
のみで実施が可能になるとともに、小規模不動産特定
共同事業も創設されました。また、事業規模を問わず
契約書面等をインターネット上で交付することも認め
られるなどの規制緩和もされています。

※ビークル：英語では「乗り物」といった意味だが、不動産等の資産の証券化に関して使われる場合は証券発行主体となる器のことを指す。
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国際化
主な不動産事業の歩み・取組み ❺

国際化

巨大な海外市場に進出

　不動産業における国際化の黎明期は1970年代まで
遡り、このころ一部の大手不動産事業者が海外での事
業を開始しました。1980年代の円高進行により企業
の海外進出が活発化し、国内の好景気も後押ししたこ
とから、大手不動産事業者の多くが本格的に海外での
不動産取得、運営に乗り出していきました。
　バブル崩壊により、この勢いには歯止めがかかった
ものの、2010年ごろから再び大手不動産各社が相次
ぎ海外事業を活発化していきます。長年にわたり培っ
てきた開発・運営ノウハウを生かし、課題解決型の都
市モデルを海外へ展開することは、アジアをはじめと
した諸外国の高い成長性を取り込み、企業成長を持続
させることに繋がります。その流れを踏まえ、国土交
通省も2015年4月、不動産・建設事業者の海外展開
をサポートすることを目的に、当時の土地・建設産業
局内に「国際課（現・国際市場課）」を設置しました。

欧米大都市からアジア各国へ

　不動産業における海外事業は、欧米先進国の大都市
でのオフィスビル取得が中心の事業でした。これらの
都市は世界中から需要が期待でき、不動産に係る法制
度や国際間での取引ルールが確立し、不動産に関する
各種データが充分開示されています。
　2010年代に入ると、成熟度の高いグローバル都市
への投資に加え、巨大な人口や経済成長を背景に都市
部を中心とした不動産市場が急速に膨らみ始めた中国
や東南アジア諸国が、新たな海外進出先として注目さ
れるようになりました。
　こうした新興国は、不動産マーケットが未成熟であ
ることに加え、政情や法制度が不安定でマーケット情
報開示が少ないといった「カントリーリスク」を抱え
ていることから、ディベロッパーが、容易に進出でき

る環境にありませんでした。しかし、急速な都市化や
経済成長によりオフィスや住宅の需要は膨らみ、法制
度の整備や情報開示の進展もみられることから、コロ
ナ禍で一時的に縮小傾向があるものの、進出を図る不
動産事業者が増えています。
　これらの国々では、オフィスビルやマンションの単
独開発だけではなく、日本国内で培ってきたまちづく
りノウハウを生かして、地元ディベロッパーとの協業
による大規模な複合開発に取り組む不動産事業者も増
えています。また近年は、欧米先進国でも、単なる投
資ではなく不動産事業者自らがオフィス開発に乗り出
すケースも増えています。

インバウンドへの取組み

　外国人投資家や企業による日本の不動産市場への直
接投資は、活発化しています。グローバルビジネスが
進展する中、2013年度に創設された「国家戦略特区」
制度では、世界で一番ビジネスのしやすい環境を作る
ことを目的にさまざまな規制改革メニューが措置され
ています。
　2006年の観光立国推進基本法の成立後、訪日外国
人旅行者は順調な伸びを見せ、2019年には、過去最
多の3,188万人を記録したものの、コロナ禍に入った
2020年には、前年比87.1%減となる412万人にまで
落ち込みました。2022年以降は入国基準が緩和され
たことにより回復の兆しを見せています。
　今後は、アフターコロナにおけるインバウンド需要
の回復を見据え、訪日観光に関する積極的な情報発信
や、国際的な会議、研修、学会、展示会等、より多く
の集客や交流をもたらし、大きな経済波及効果が見込
まれるビジネスイベント「MICE」の誘致などが、官
民連携のもと、本格的に再開されることが期待されま
す。

）頁20（）発開再市都（ルビスィフオ：目項連関
　　　　：リゾート・ホテル（26頁）

28 29



主な不動産事業の歩み・取組み
日本の不動産業

R
ea l  E

s t a t e  i n  J a p a n

12

環境・エネルギー、
防災、エリアマネジメント

環境・エネルギー、防災、エリアマネジメント
主な不動産事業の歩み・取組み ❻

環境・エネルギー

地球環境問題に関する政策の動向

　地球環境問題、特に気候変動関連への対応は、国際
社会全体で取り組んでいく重要な課題です。日本は
2020年、「2050年カーボンニュートラル」を宣言。そ
の後、2021年には2030年における温室効果ガス排
出量の削減目標の引上げと目指すべきエネルギーミッ
クスが「エネルギー基本計画」、「地球温暖化対策計画」
等の重要戦略において示されました。
　そうした中、2023年には、使用するエネルギーを
太陽光発電等の再生可能エネルギー中心に転換する

「GX」の実行に向けたロードマップが示され、産業・
社会構造の転換と経済成長を目指す取組みへの要請が
さらに高まっています。
　住宅・建築物の分野においては2030年・2050年
におけるZEH・ZEB（※）目標等が示されるとともに、
再生可能エネルギーの活用拡大に向けた議論が加速し
ています。

不動産業における課題と
自主行動計画の策定

　不動産業として喫緊の課題となっているのが、エネ
ルギー消費量の削減と、それに伴うCO2排出量の削
減です。また、都市化に伴うヒートアイランド現象の
緩和、緑化の推進、世界的潮流が強まる循環経済への
移行、生物多様性の保全等についても、不動産の開発・
運用を行う上での重要度が増しています。
　不動産協会では、2021年に、2050年における社
会像を想定し、脱炭素社会実現に向けて不動産業が主
体的に取り組む貢献手段や目指すべき方向性を整理し

た「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビ
ジョン」を策定するとともに、2030年に向けた中期
的な環境行動目標として2013年に策定した「不動産
業環境実行計画」を全面的に改定しました。

サステナブルなまちづくりに向けて

　不動産業におけるサステナブルなまちづくりに向け
て、ZEH・ZEBといった環境性能に優れた住宅・建
築物への取組みを本格化する企業は増加傾向にあり、
2030年に向けた市場へのさらなる普及・拡大が見込
まれます。
　また、ESG投資（環境・社会・企業統治を重視した
投資）やSDGs（持続可能な開発目標）といった、事業
活動における環境負荷の軽減や持続可能性を重視する
社会的要請はもはや一般化し、さらに高いレベルでの
先導的な取組みや気候変動対策関連の積極的な情報開
示が求められています。
　住宅・建築物の環境性能を評価・認証する制度とし
ても、住宅性能表示制度やBELS、CASBEE等といっ
た国内の制度に加え、SBTiやRE100をはじめとする
国際的な認証へも対応する必要が出てきています。不
動産事業者には、こうした制度・評価を積極的に活用
するとともに、テナント事業者や住宅購入者に対して、
住宅・建築物における環境性能の重要性・必要性を周
知・浸透していくことも期待されています。

※  ZEH・ZEB：建築によって生じたエネルギー消費を、太陽光発電など建物に敷設された設備でエネルギーを作り出すこと等によ
って相殺する建築物のこと。
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どといった「ソフト」に焦点を当てる「エリアマネジ
メント」の重要性が高まっています。その際、中心と
なる民間は、「エリアマネジメント団体」と呼ばれる組
織で活動するケースが増えています。
　例えば、公共道路を使ったイベントの開催や、地域
の賑わい拠点の整備等さまざまな取組みが見られ、地
域への人口流入増加、集客増加による商業の活性化、
地域のブランディングなどが見込まれます。災害の際
にも、地域住民やワーカー同士の連携が図りやすくな
る側面もあります。
　国土交通省でも、2019年以降、「居心地が良く歩き
たくなるまちなか」の形成を目指し、ウォーカブルな
まちづくりを進めています。また、2020年には「居
心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの支援制度
を策定し、同年に創設された「歩行者利便増進道路（ほ
こみち）」制度と連携した公共空間の利活用が期待され
ています。

財源確保に向けた取組み

　エリアマネジメント活動の推進に際し、安定的な財
源の確保が課題となっています。主体的に関わる民間
企業や個人、団体等による持ち出しに頼る運営では、
活動の継続性に懸念が残ります。特に、エリアマネジ
メント活動による利益を享受しつつも、活動に要する
費用を負担しないフリーライダーの問題が生じている
ため、海外におけるBID（Business Improvement 
District）の取組事例等を参考とし、地区を指定して
不動産所有者等に資金の負担を求め、その資金をエリ
アマネジメント団体等に配分する仕組みとして、日本
でも2018年6月に改正施行された地域再生法によっ
て「エリアマネジメント負担金制度」（※）が導入され
ました。国土交通省でも、同年8月に「民間まちづく
り活動の財源確保に向けた枠組みの工夫に関するガイ
ドライン」を策定しています。

※  エリアマネジメント負担金制度：3分の2以上の事業者の同意を要件として、市町村が、エリアマネジメント団体が実施する地域
再生に資する活動に要する費用を、活動区域内の受益者（事業者）から徴収し、これをエリアマネジメント団体に交付する官民連
携の制度。

防災

都市の防災性能の向上

　日本の社会・経済機能を維持していく上で、大都市
における防災性・事業継続性向上の取組みは極めて重
要です。不動産業界はこれまでも、都市の防災性能を
高めるため、都市再生やまちづくりに取り組んできま
した。発生すれば大きな被害を及ぼすと言われる首都
直下型地震や南海トラフ地震、さらに近年頻発してい
る台風やゲリラ豪雨等といった災害リスクへの対応は
喫緊の課題であり、とりわけ、大都市では密集市街地
の危険性も早急に解消する必要があり、対策が急務で
す。
　国際競争力強化の観点からも、東京の災害リスクは
国際的に弱みとして評価されています。そのため海外
企業にも安心して日本に進出してもらえるよう、防災
機能の充実を図り、事業の継続性を確保するとともに、
災害が発生しても一定の経済活動が継続できる災害に
強いまちづくりを官民一体となって実現することが求
められます。
　そのためには、都市再生事業の迅速・着実な推進を
通じ、浸水対策、制振・免震構造や非常用発電設備等
のBCP機能に加え、エリアの防災拠点として周辺の帰
宅困難者や避難者を安全に受け入れられる高規格な建
物の整備をさらに進めていく必要があります。また、
こうしたハード面の整備と合わせ、減災のための共助
体制の構築等ソフト面を充実させる取組みも欠かせま
せん。

エリアマネジメント

エリアマネジメントとは

　これまでのまちづくりでは、ハードやインフラの開
発に焦点が置かれていましたが、一定のエリアにおい
て民間が主体となって既存の住民・企業等の交流を促
進したり、イベントなどを通じて賑わいを創出するな
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主要不動産市場の動向（2022年）

　2022年の新設住宅着工戸数は前年比0.4％増の85万9,529戸と、小幅ながら2年連続

で前年を上回りました。利用関係別では、持家が同11.3％減、貸家は同7.4％増。分譲住

宅はマンションが同6.8％増、一戸建住宅が3.5％増、分譲住宅全体では4.7％増となって

います。

　また、首都圏新築マンション供給戸数は前年比12.1％減の2万9,569戸、初月契約率の

年間平均は70.4％で2年連続で70％台となっています。近畿圏の供給戸数は同5.8％減の

1万7,858戸、平均初月契約率は72.7％と2年ぶりに70％台を回復しました。

� データ出典：国土交通省、㈱不動産経済研究所

住宅市場（住宅着工・新築マンション）

　2022年の全国主要都市におけるオフィスビル市場は、一部地域を除き空室率が概ね横

ばいで推移しました。東京都心5区は6％台で横ばいに推移し、12月末時点では6.47％と

なっています。平均賃料は29ヵ月連続の下落となりました。�

　コロナ禍でリモートワークが浸透した一方、オフィスで共に働くメンバーとのリアルな

コミュニケーションの重要性が改めて見直されていることや、事業拡大・増員による拡張

移転の事例が出始めています。� データ出典：三鬼商事㈱

オフィスビル市場

　2022年の地価公示は全用途平均、住宅地、商業地のいずれも2年ぶりに上昇に転じま

した。新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に緩和される中で、全体的には回復傾向が

みられます。用途別では、住宅地は、交通利便性等に優れた都市中心部で上昇が継続し、

生活スタイルの変化による需要者のニーズの多様化などにより、その周辺部にも上昇範囲

が拡大しています。また商業地では、国内外の来訪客が回復していない地域や飲食店等が

集積する地域等では下落が継続している状況もみられました。� データ出典：国土交通省

地 価 動 向
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資料：国土交通省「地価公示」より。
注：１．変動率は、各年とも前年と継続する標準地の価格の変動率の単純平均。 ２．圏域区分は次のとおり。　東京圏：首都圏整備法による既成市街地および近郊整備地帯を含む。

大阪圏：近畿圏整備法による既成都市区域および近郊整備市町村の区域。
名古屋圏：中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域。

住  

宅  

地

商  

業  

地

全
用
途
平
均

地価公示対前年変動率の推移 （単位：％）

東 京 圏
大 阪 圏
名古屋圏
三大圏平均
地方圏平均
全国平均
東 京 圏
大 阪 圏
名古屋圏
三大圏平均
地方圏平均
全国平均
東 京 圏
大 阪 圏
名古屋圏
三大圏平均
地方圏平均
全国平均
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△9.6
△7.0
△8.0
△7.4
△6.9
△3.0
△6.6
△3.4
△4.9

01
△5.8
△6.7
△1.9
△5.6
△2.8
△4.2
△8.0
△11.0
△5.6
△8.3
△7.0
△7.5
△6.4
△7.4
△2.8
△6.1
△3.8
△4.9

03
△5.6
△8.8
△5.6
△6.5
△5.1
△5.8
△5.8
△10.2
△8.0
△7.1
△8.7
△8.0
△5.9
△9.1
△6.1
△6.8
△6.0
△6.4

05
△3.2
△5.2
△3.3
△3.7
△5.4
△4.6
△2.5
△5.0
△3.3
△3.2
△7.5
△5.6
△3.2
△5.4
△3.5
△3.9
△6.0
△5.0

06
△0.9
△1.6
△1.3
△1.2
△4.2
△2.7
1.0
0.8
0.9
1.0
△5.5
△2.7
△0.7
△1.4
△1.0
△0.9
△4.6
△2.8

07
3.6
1.8
1.7
2.8
△2.7
0.1
9.4
8.3
7.8
8.9
△2.8
2.3
4.6
2.7
2.8
3.8
△2.8
0.4

08
5.5
2.7
2.8
4.3
△1.8
1.3
12.2
7.2
8.4
10.4
△1.4
3.8
6.7
3.4
3.8
5.3
△1.8
1.7

14
0.7
△0.1
1.1
0.5
△1.5
△0.6
1.7
1.4
1.8
1.6
△2.1
△0.5
0.9
0.2
1.2
0.7
△1.7
△0.6

15
0.5
0.0
0.8
0.4
△1.1
△0.4
2.0
1.5
1.4
1.8
△1.4
0.0
0.9
0.3
0.9
0.7
△1.2
△0.3

16
0.6
0.1
0.8
0.5
△0.7
△0.2
2.7
3.3
2.7
2.9
△0.5
0.9
1.1
0.8
1.3
1.1
△0.7
0.1

17
0.7
0.0
0.6
0.5
△0.4
0.0
3.1
4.1
2.5
3.3
△0.1
1.4
1.3
0.9
1.1
1.1
△0.3
0.4

18
1.0
0.1
0.8
0.7
△0.1
0.3
3.7
4.7
3.3
3.9
0.5
1.9
1.7
1.1
1.4
1.5
0.0
0.7

19
1.3
0.3
1.2
1.0
0.2
0.6
4.7
6.4
4.7
5.1
1.0
2.8
2.2
1.6
2.1
2.0
0.4
1.2

20
1.4
0.4
1.1
1.1
0.5
0.8
5.2
6.9
4.1
5.4
1.5
3.1
2.3
1.8
1.9
2.1
0.8
1.4

21
△0.5
△0.5
△1.0
△0.6
△0.3
△0.4
△1.0
△1.8
△1.7
△1.3
△0.5
△0.8
△0.5
△0.7
△1.1
△0.7
△0.3
△0.5

22
0.6
0.1
1.0
0.5
0.5
0.5
0.7
0.0
1.7
0.7
0.2
0.4
0.8
0.2
1.2
0.7
0.5
0.6

資料：国土交通省「地価公示」、内閣府「国民経済計算年報」、「県民経済計算年報」より。
注：1.東京圏GDP…1都3県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）の名目県内総生産の和。  
　  2.名目GDP、東京圏GDPは年度値。
　  3.名目GDPは、1993年度までは93SNA（固定基準年方式）を、94年度以降は08SNA（連鎖方式）を使用して算出。
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オフィス着工床面積の推移

資料：国土交通省「建築統計年報」より。
注：1. 建築基準法第15条1項に基づく建築工事届における使途別事務所の集計値。 　2. 工事届における着工予定月に一括して計上。
3. 東京圏…東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県　大阪圏…大阪府、京都府、兵庫県。
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資料：森ビル㈱「東京23区の大規模オフィスビル市場動向調査（2022年5月発表）」より。
注：1.東京23区の事務所部分の延床面積が1万㎡以上の新築大規模オフィスビルが対象。
注：2.供給量とは、大規模オフィスビルのうち、店舗や住宅、ホテル等の事務所以外の用途を除いた純粋な事務所部分の延床面積を指す。
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資料：東京都「東京の土地2021（土地関係資料集）」より。
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＜面積＞ 　　　周辺18区　　　新宿区／渋谷区　　　都心3区 ＜増加率＞ 　　　周辺18区　　　区部　　　都心5区　　　都心3区

資料：三鬼商事㈱「オフィスデータ」、総務省「固定資産の価格等の概要調書」より。
注：1．空室率は各年とも12月時点の数値。
注：2.（1）ストックは、木造家屋の事務所・銀行（1997年以降は店舗も含む）並びに、非木造家屋の事務所・店舗・百貨店の延床面積である。ただし97年以降の木造家屋には店舗も含まれる。

（2）ストックは各年1月1日現在。
（3）ストックの東京圏…東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県。
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募集賃料の推移

三鬼商事㈱「オフィスデータ」より。
注：1．東京の対象地区は千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区。
2．対象ビルは東京は基準階面積が100坪以上、大阪は延床面積が1,000坪以上、名古屋は同500坪以上、札幌は同100坪以上、仙台は同300坪以上、横浜は同500坪以上、福岡は同100坪以上。
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事務所ビル空室率の推移

資料：三鬼商事㈱「オフィスデータ」より。
注：各年とも12月時点の数値。
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着工新設住宅の一戸当たり床面積の推移（首都圏：総平均、利用関係別）

資料：国土交通省「住宅着工統計」より。
注：首都圏…1都3県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）。
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着工新設住宅の一戸当たり床面積の推移（総平均、利用関係別）

資料：国土交通省「住宅着工統計」より。
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資料：国土交通省「住宅着工統計」より。　 
注：1.持家とは、建築主が自分で居住する目的で建築するもの。貸家とは、建築主が賃貸する目的で建築するもの。給与住宅とは、会社・官公署・学校等がその社員・職員・教員等を居住させる目的で建
　  築するもの。分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの。 2.四捨五入の関係で合計に一致しないことがある。 3.グラフ内（ ）は利用関係別構成比・％、グラフ上の〈 〉は前年度比・％。
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1,249
〈4.7〉

9
（0.7）

383
（29.8）

356
（27.7）

538
（41.9）

1,285
〈2.9〉

9
（0.7）

10
（1.0）

273
（26.2）

311
（29.9）

445
（42.8）

1,039
〈0.3〉

11
（1.1）

13
（1.7）

7
（0.8）

239
（28.4）

305
（36.2）

290
（34.4）

841
〈2.7〉

8
（0.9）

250
（28.0）

317
（35.4）

321
（35.9）

893
〈6.2〉
893
〈6.2〉

6
（0.7）

5
（0.5）

236
（26.8）

278
（31.6）

358
（40.7）

880
〈△10.8〉
880

〈△10.8〉

8
（0.9）

247
（26.8）

284
（30.8）

384
（41.7）

921
〈4.6〉
921
〈4.6〉

6
（0.6）

410
（43.4）

248
（26.2）

282
（29.8）

946
〈△2.8〉
946

〈△2.8〉

6
（0.6）

396
（42.1）

255
（27.1）

283
（30.0）

942
〈△4.2〉
942

〈△4.2〉

7
（0.8）

335
（37.9）

260
（29.4）

283
（32.0）

883
〈△6.2〉
883

〈△6.2〉

6
（0.7）

303
（37.3）

239
（29.4）

263
（32.4）

812
〈△8.1〉

7
（0.9）

330
（38.2）

248
（28.7）

281
（32.5）

865
〈6.6〉

5
（0.6）

249
（25.6）

292
（30.0）

427
（43.8）

974
〈5.8〉
974
〈5.8〉

6
（0.6）

住宅・宅地・マンション
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住宅建築目的の開発許可、土地区画整理事業認可面積の推移

資料：国土交通省ホームページ、「区画整理年報」（令和3（2021）年度版）より。
注：1.開発許可とは、都市計画法に基づく開発許可のうち、主として住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為に係るものである。
2.土地区画整理事業認可面積は、個人・共同、組合、公共団体、行政庁、都市基盤整備公団（現都市再生機構）、地域振興整備公団（現中小企業基盤整備機構及び都市再生機構）、地方住宅供給公社施行の合計である。

1985 08 0990 95 2000 01 02

8,000

6,000

4,000

2,000

土地区画整理事業認可面積
住宅建築目的の開発許可面積

03 05 06 0704 17 20
（年度）

18 191610 11 12 13 14 15

（ha）

611

2,638

4,462

5,3955,395

4,1994,199

4,6554,655

3,182

4,8654,865
5,5265,526

5,2145,214

3,090

2,0002,000

2,756

1,6751,675

3,024

1,3681,368

3,423

1,2601,260

3,312

844844

3,447

784784

4,144

1,0851,085

3,132

747747
895895

2,3422,342

2,814

551551

3,029

1,6921,692

3,249

889889

2,722

1,0501,050

2,537

682682

2,584

606606

2,617

744744

2,596

794794

2,369

490490

2,045

536536

住宅投資額の推移

10

15

20

25（兆円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

（％）名目住宅投資（左目盛） 名目住宅投資／名目GDP（右目盛）

資料：「2021年度国民経済計算年報」より。
1985年～89年は内閣府「国民経済計算年報」（00年版）、94年以後は「同」（15年版）より。

注：計数等の改訂は、92年以後のデータに遡及しており、表中の89年以前とは前提が異なる。
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26.0

5.8

15.6
4.7

26.8

5.2

1985 90 95 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

22.4

4.2

20.7

4.0

20.0

3.9

19.9

3.8

20.2

3.9

20.1

3.8

20.5

3.9

14.1

2.9 2.9

14.4

3.0

14.7 3.1

15.4

18.1

3.5

17.9

3.4 3.4

17.3

3.1

16.3

3.2

16.9

3.3

17.8

3.3

17.8

3.1

17.1

21
（年度）

3.9
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3.9
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3.8
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新築マンション発売戸数の推移

新築マンション1戸当たり平均価格の推移

100,000（戸）

80,000

60,000

40,000

20,000

近畿圏首都圏

7,000（万円）

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

近畿圏首都圏

1985 90 95 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

84,885

38,698

95,635

39,737

89,256

36,552
40,312

24,841

83,183

31,258

88,516

39,087

85,429

31,857

84,148

33,064

56,478

24,691

45,602

23,266

44,494

20,219

2,1012,101

2,683

41,481

28,425

5,279

6,123

3,447

4,148

3,243

4,034

3,188

4,026

3,237

4,003

3,165

4,069

3,177

4,104

3,496

4,929

3,438

4,540

3,490

4,578

74,463

30,146

43,733

22,744

61,021

30,219
36,376

19,784

44,535

21,716

3,164

4,108

3,513

4,775

3,411

4,535

3,452

4,716

3,478

4,644

3,380

4,200
3,647

5,060

3,788

5,518

3,919

5,490

3,836 3,844

5,908 5,871

3,866

5,980

4,181

6,084

4,562

6,260 6,288

4,635

44,913

18,814

40,449

18,930

35,772

18,676

35,898 37,132

20,958

31,238
27,228

18,042 15,195

33,636
29,569

17,85818,95119,560

21 22
（年）

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向」「近畿圏マンション市場動向」より。
注：首都圏…東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県　近畿圏…大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県。

1985 90 95 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
（年）

新築マンション年間契約率の推移

100（%）

80

1985 90 95 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

首都圏
近畿圏

84.1

72.6

81.4

74.1

90.8

89.6

91.7

88.8
88.0

85.0

90.3

86.8

89.7

86.3

93.5

90.0

91.4

89.3

90.1

86.0
83.8
83.883.8 78.3

78.0

87.6 86.9

90.2 88.4

83.5

86.8

77.5

88.1

77.9

87.0

22
（年）

21

78.5

82.7
83.3

88.1

85.6

86.7
83.2

89.1
91.3

91.791.9
89.490.9

87.484.6

80.2

90.0
88.1

新築マンション発売戸数の推移

新築マンション1戸当たり平均価格の推移

100,000（戸）

80,000

60,000

40,000

20,000

近畿圏首都圏

7,000（万円）

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

近畿圏首都圏

1985 90 95 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

84,885

38,698

95,635

39,737

89,256

36,552
40,312

24,841

83,183

31,258

88,516

39,087

85,429

31,857

84,148

33,064

56,478

24,691

45,602

23,266

44,494

20,219

2,1012,101

2,683

41,481

28,425

5,279

6,123

3,447

4,148

3,243

4,034

3,188

4,026

3,237

4,003

3,165

4,069

3,177

4,104

3,496

4,929

3,438

4,540

3,490

4,578

74,463

30,146

43,733

22,744

61,021

30,219
36,376

19,784

44,535

21,716

3,164

4,108

3,513

4,775

3,411

4,535

3,452

4,716

3,478

4,644

3,380

4,200
3,647

5,060

3,788

5,518

3,919

5,490

3,836 3,844

5,908 5,871

3,866

5,980

4,181

6,084

4,562

6,260 6,288

4,635

44,913

18,814

40,449

18,930

35,772

18,676

35,898 37,132

20,958

31,238
27,228

18,042 15,195

33,636
29,569

17,85818,95119,560

21 22
（年）

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向」「近畿圏マンション市場動向」より。
注：首都圏…東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県　近畿圏…大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県。

1985 90 95 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
（年）
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累積戸数（年末・右目盛）

新規供給戸数（年間・左目盛）

資料：国土交通省マンションに関する統計・データ等「分譲マンションストック戸数」
注：1.新規供給戸数は、建築着工統計等を基に推計した。
2.ストック戸数は、新規供給戸数の累積等を基に、各年末時点の戸数を推計した。
3.ここでいうマンションとは、中高層（3階建て以上）・分譲・共同建で、鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄骨造の住宅をいう。
4.1968年以前の分譲マンションの戸数は、国土交通省が把握している公団・公社住宅の戸数を基に推計した戸数。

0

5

10

15

20

25（万戸）

650

700

600

550

450

500

400

350

300

250

200

150

100

50

0

（万戸）

10.311.2

151.2

10.8

162.0

10.7

172.7172.7

12.3

184.9

14.8

199.7

16.4

216.1

18.6

234.7234.7

17.3

252.0

11.7

263.6

13.6

277.2277.2

19.0

295.7

20.0

315.5

18.2

333.6333.6

18.4

351.9

16.9

368.7

17.3

386.0

20.3

406.3

20.9

427.2427.2

19.9

447.1

18.6

465.7

19.3

485.0

20.5

505.7

22.7

528.4528.4

17.0

562.1

9.2

571.3

8.2

579.6

10.2

589.7

11.6

601.2
623.3623.3

10.6

644.1

10.7

654.7

10.3

633.5

12.1

613.2

16.7

545.1

全国のマンションストック戸数

101985 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 09 12110889 14 15 1613 17 18
11.0

665.5

19 20

675.3675.3

10.0

685.9685.9

10.7
21
（年）

（万戸）

0

100

200

300

400

500

600

資料：国土交通省マンションに関する統計・データ等「築後30、40、50年超の分譲マンション数」
注：1．現在の築50年超の分譲マンションの戸数は、国土交通省が把握している築50年超の公団・公社住宅の戸数を基に推計した戸数。
　  2．5年後、10年後、20年後に築30、40、50年超となる分譲マンションの戸数は、
         建築着工統計等を基に推計した2021年末時点の分譲マンションストック戸数および国土交通省が把握している除却戸数を基に推計したもの。

現在（2021年末） 5年後（2026年末） 10年後（2031年末） 20年後（2041年末）

（築40年以上＝
2002年以前：
425.4万戸）

（築40年以上＝
1992年以前：
249.1万戸）

（築40年以上＝
1982年以前：
115.6万戸）

（築30年超＝
1992年以前：
249.1万戸）

築後30、40、50年超の分譲マンション数

133.5

94.5

161.9

109.3

176.3

133.5

115.6

163.0

176.3

249.1
21.121.1 60.460.4

（築40年以上＝
1987年以前：
169.7万戸）

築30年超～40年未満（当該年時点で）

築50年超（当該年時点で）
築40年超～50年未満（当該年時点で）

住宅の耐震化の進捗状況

2003年

総戸数　　　約4,700万戸
耐震性あり　約3,550万戸

耐震化率
約75％
耐震化率
約75％

総戸数　　　約4,950万戸
耐震性あり　約3,900万戸

耐震化率
約79％
耐震化率
約79％

総戸数　　　約5,200万戸
耐震性あり　約4,300万戸

耐震化率
約82％
耐震化率
約82％

総戸数　　　約5,360万戸
耐震性あり　約4,660万戸

耐震化率
約87％
耐震化率
約87％

耐震性不足
約１,１５０万戸
耐震性不足
約１,１５０万戸

耐震性あり
約７００万戸
耐震性あり
約７００万戸 1982以降

耐震性あり
約２,８５０万戸

1982以降
耐震性あり
約２,８５０万戸

1982
以降
1982
以降

1981
以前
1981
以前

2008年

耐震性不足
約１,０５０万戸
耐震性不足
約１,０５０万戸

耐震性あり
約６５０万戸
耐震性あり
約６５０万戸

1982以降
耐震性あり
約３,２５０万戸

1982以降
耐震性あり
約３,２５０万戸

1982
以降
1982
以降

1981
以前
1981
以前

2013年

耐震性不足
約９００万戸
耐震性不足
約９００万戸

耐震性あり
約６００万戸
耐震性あり
約６００万戸

1982以降
耐震性あり
約３,７００万戸

1982以降
耐震性あり
約３,７００万戸

1982
以降
1982
以降

1981
以前
1981
以前

2018年

耐震性不足
約700万戸
耐震性不足
約700万戸

耐震性あり
約６10万戸
耐震性あり
約６10万戸

1982以降
耐震性あり
約4,050万戸

1982以降
耐震性あり
約4,050万戸

1982
以降
1982
以降

1981
以前
1981
以前

資料：国土交通省「住宅の耐震化の進捗状況」
目標：令和12年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消

主な不動産事業の歩み・取組み
日本の不動産業

R
ea l  E

s t a t e  i n  J a p a n

23
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0

資料：（公財）不動産流通推進センター「指定流通機構の活用状況について」より。
注：1. 指定流通機構の登録、成約状況を集計したものである。 2. 一般媒介の重複登録を含む。
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1997 98 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
（年度）

257,686

198,326
759,464759,464

262,843

40,60940,609

103,317

30,41330,413

587,844
167,354

232,334

157,743
78,097

31,29531,295 30,69630,696 30,56230,562 33,29133,291 35,50435,504

607,185

231,728

176,497
79,591

167,665

638,619

217,796

212,906

174,626

93,661

685,887685,887

232,651

229,668

188,064

100,586

610,399

210,921

199,468

169,314

88,590

623,943

220,564

205,378

167,439

88,124

300,335

218,395
855,192855,192

289,310

47,152

108,642

308,131

231,531
898,232

301,696

56,874

115,413

384,036

305,881
1,237,061

465,792

81,352

114,895

325,595

288,500
1,144,924

453,145

77,684

123,823

396,452

420,830

475,403

77,478

136,110

430,512

406,192
1,396,662

484,257

75,701

150,540

455,652

395,503
1,415,071

488,837

75,079

162,848

520,491

441,631
1,590,118

548,789

79,207

157,733

513,359

499,864

580,476

87,962

172,751

90,341

179,289

533,599

521,737

476,025
1,621,702

107,433

185,105

632,437

615,522

540,837
1,896,229

92,104

187,176 187,517

538,318

559,960

502,901

446,131

479,443

470,675

75,537

1,693,283

1,471,7861,471,786

186,084

406,877

405,788

380,213

71,390

1,264,2681,264,268

516,826

459,054
1,621,352

558,785

86,687

178,605

345,127

346,871
1,213,804

445,743

76,063

130,354

366,462

280,197
1,112,158

391,585

73,914

114,440

（「指定流通機構」登録の売物件）

不動産流通の市場動向

マンション
戸建
土地
その他

成約報告

1,370,1631,370,163

1,370,1631,370,163

14,73214,732

21.1221.12

3,524

資料：（公財）東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向（2021年度）」より作成。　
注：首都圏…東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県。
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資料：（公財）東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向（2021年度）」より作成。　
注：首都圏…東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県。
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資料：（一社）不動産証券化協会ホームページより。
注：J-REIT全体の投資口時価総額と上場銘柄数の推移を表示している（各年12月末時点の数字）。
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資料：国土交通省ホームページより。
注：1.各年度末の数字である。
2.（　）内は構成比を示している。（単位：％）
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下図 国・地域 都市 プロジェクト名称 事業主 事業費
（億円） 時期 備考

オフィス
開発

❶ インド バンガロール RMZ エコワールド30 三井不動産（シェア50％） 2023 4棟構成、12階建て、延床33万㎡
❷ 英国 ロンドン テレビジョンセンター再開発計画（西オフィス棟） 三井不動産 2023 地上10階建て、延床1.6万㎡
❸ タイ バンコク ワンサナンパオプロジェクト 東急不動産 2023 延床5.6万㎡
❹ 米国 カリフォルニア州 ブラナンスクエア 三井不動産 2023 3棟構成、延床11.2万㎡
❺ 豪州 シドニー Parkline Place 三菱地所 2024 39階建て、延床6.5万㎡
❻ 中国 蘇州 蘇州（高新区）ビジネスパーク 三菱地所 2024 11棟、地上5 ～ 18階建て、延床22万㎡

❼ インド ムンバイ BKC地区で用地取得 住友不動産 2026
～ 28 敷地1.2万㎡、延床4.0万㎡規模

❽ インド ムンバイ BKC地区で用地取得⑵ 住友不動産 2026
～ 28 敷地1.1万㎡、延床4.0万㎡規模

住宅開発

❾ 英国 ロンドン Morello 三菱地所 2023 2棟構成、25階建て、賃貸338戸、賃貸2.4万㎡
❿ 豪州 シドニー MAC 三井不動産 2023 24階建て、分譲269戸、延床2.1万㎡
⓫ ベトナム ビンズン ミドリパーク ザ・グローリー 東急、NTT都市開発 2023 24階建て、約1,000戸、延床13万㎡
⓬ 豪州 シドニー One Sydney Habour Residences One 三菱地所 2024 72階建て、315戸
⓭ 豪州 シドニー One Sydney Habour Residences Two 三菱地所 2024 68階建て、322戸
⓮ 中国 吉林省 偉峰東域2期 丸紅、三菱地所レジデンス 2024 住宅1,400戸、商業130区画
⓯ 中国 吉林省 偉峰初暁 丸紅、三菱地所レジデンス 2024 住宅2,100戸、商業50区画
⓰ マレーシア クアラルンプール BBCCプロジェクト 三井不動産 2024 45階建て、賃貸269戸、延床2.6万㎡
⓱ インドネシア ジャカルタ オークラレジデンス　ジャカルタ 三菱地所、ホテルオークラ 212 2025 46階建て、サービスアパートメント353戸、ホテル181室

⓲ 台湾 台南 台南永華路プロジェクト 三井不動産、三井不動産
レジデンシャル 2025 23階建て、264戸、延床5.9万㎡

⓳ フィリピン ケソン The Arton 三井不動産 2025 3棟構成、24 ～ 34階建て、1,706戸、延床11.4万㎡
⓴ ベトナム ブンタウ The Meraki 東急 51 2025 28階建て、分譲525戸、延床3.8㎡
㉑ ベトナム ハノイ Ecopark プロジェクト 野村不動産 2025 分譲約3,000戸、延床面積30万㎡

商業施設
開発

㉒ インドネシア ジャカルタ The Grand Outlet -East Jakarta 三菱地所 70 2023 平屋、延床4.9万㎡、180店舗
㉓ 台湾 台中 三井ショッピングパーク ららぽーと台中 三井不動産 2023 延床19.8万㎡、300店舗
㉔ ベトナム ビンズン SORA gardens SC 1期 東急 2023 2階建て、延床2.1万㎡
㉕ 台湾 新北 三井アウトレットパーク台湾林口2期計画 三井不動産 2024 90店舗増、延床8.0万㎡増
㉖ 台湾 高雄 三井ショッピングパークららぽーと高雄 三井不動産 2026 6階建て、延床19.7万㎡、約250店舗

賃貸ラボ＆
オフィス開発

㉗ 米国 カリフォルニア州 ミッションロックPhase I 三井不動産 2023 4棟構成、賃貸面積10.5万㎡
㉘ 米国 カリフォルニア州 トーリービュー 三井不動産 2023 4棟構成、賃貸面積4.7万㎡

データセンター開発 ㉙ 米国 バージニア州 ラウドン群データセンターキャンパス事業（7棟中2棟） 三菱地所 2024 延床14万㎡（全体）

複合開発

㉚ インドネシア ジャカルタ メガクニンガン プロジェクト 東急不動産 2023 分譲482戸、賃貸住宅、商業、延床12万㎡、日本政
府出資団体との共同

㉛ タイ バンコク ワンパヤタイプロジェクト 東急不動産 2023 ホテル412室・オフィス・商業、延床2.6万㎡
㉜ 米国 テキサス州 メープルテラス 三井不動産 2023 賃貸345戸、オフィス、店舗、延床10.1万㎡

㉝ 米国 オレゴン州 Press Block プロジェクト 野村不動産、竹中工務店、
中央日本土地建物他 2025 24階建て賃貸341戸、専有2.5万㎡、4階建て商業・オ

フィス、専有2.9万㎡

物流施設
開発

㉞ タイ バンコク アルファバンナープロジェクト 東急不動産 2023 貸床8.0万㎡
㉟ タイ バンコク アルファランシットプロジェクト 東急不動産 2023 貸床5.6万㎡
㊱ タイ チェチェンサオ バンパコン 三井不動産 2023 延床16万㎡

2023年以降に竣工（予定）の主な海外開発プロジェクト

国際化

※各社発表資料より抜粋。プロジェクト名称、概要等は発表時点のもの。事業主が現地子会社の場合は親会社を記し、日本企業のみ記載した。

イギリス
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資料：1985年～93年は内閣府「国民経済計算年報」［平成12年基準］、94年以後は「同」［平成27年基準］より。
注：1.計数等の改訂は、92年以後のデータに遡及しており、表中の平成元年以前とは前提が異なる。
2.（　）内は国民総資産に占める割合（単位：％）。

資料：1985年～93年は内閣府「国民経済計算年報」［平成12年基準］、94年以後は「同」［平成27年基準］より。
注：1.各産業の生産額は生産者価格表示による。従って間接税・帰属利子等が含まれており、合計は国内総生産とは一致しない。
2.合計値には各産業以外の政府サービス生産者、対家計民間非営利サービス生産者も含まれている。
3.不動産業の生産額には帰属家賃も含む（帰属家賃とは、住宅自己所有者が住宅賃貸業を営んでいるとみなして、家賃相当額を個人企業の生産額として総生産額に計上するもの）。
4.計数等の改訂は、93年以後のデータに遡及しており、表中の85年以前とは前提が異なる。

国民総資産に占める不動産の評価額

年
区分
国 民 総 資 産
不動産の評価額

住 宅
住宅以外の建物
土 地
金 融 資 産

（単位：兆円）

業種別生産額と国内総生産 （単位：10億円）

不動産業

建設業

製造業

宿泊・飲食サービス業

金融・保険業

全産業合計

（参考）国内総生産

年

1985

4,377

1,360

（31）

152

148

1,060

2,593

95

8,738

2,505

（29）

380

245

1,880

5,205

2000

9,209

2,223

（24）

403

240

1,580

5,847

01

9,022

2,120

（23）

399

234

1,487

5,760

03

8,963

1,959

（22）

399

229

1,331

5,851

05

9,379

1,887

（20）

407

228

1,252

6,292

06

9,414

1,915

（20）

416

230

1,269

6,271

07

9,279

1,955

（21）

422

231

1,302

6,060

08

8,905

1,944

（22）

426

231

1,287

5,677

09

8,800

1,860

（21）

408

220

1,232

5,696

10

8,831

1,821

（21）

404

218

1,199

5,765

11

8,804

1,782

（20）

398

215

1,169

5,778

12

9,007

1,752

（19）

392

212

1,148

6,009

13

9,562

1,754

（18）

404

216

1,134

6,535

14

9,999

1,773

（18）

413

218

1,142

6,921

15

10,287

1,782

（17）

412

220

1,150

7,189

16

10,582

1,812

（17）

412

221

1,179

7,448

17

11,029

1,841

（17）

419

226

1,196

7,840

18

11,026

1,872

（17）

421

232

1,219

7,780

19

11,353

1,912

（17）

431

237

1,244

8,034

20

11,901

1,925

（16）

426

235

1,264

8,574

21

12,444

1,983

（16）

460

247

1,276

8,999

1985

30,728

25,008

91,304

－    

17,592

335,834

325,402

95

53,597

39,602

122,431

15,862

26,480

517,306

521,613

2000

57,855

35,695

120,213

16,660

26,787

535,696

535,417

01

57,354

34,014

112,283

16,315

29,176

528,543

531,653

03

57,070

30,748

109,599

15,654

32,423

524,457

523,968

05

58,782

28,777

114,082

14,390

32,358

534,950

532,515

06

60,436

28,707

114,522

14,457

31,414

536,229

535,170

07

60,998

27,078

117,970

14,600

31,394

540,420

539,281

08

61,943

25,923

112,289

13,856

26,159

528,343

527,823

09

62,122

24,923

94,274

13,445

24,812

495,454

494,938

10

62,370

23,464

104,979

12,914

24,499

505,472

505,530

11

62,408

23,611

97,179

12,517

23,324

494,826

497,448

12

62,469

23,447

98,426

11,950

22,463

497,635

500,474

13

63,179

25,350

98,326

12,523

23,223

505,334

508,700

14

63,923

26,416

101,653

12,834

22,782

514,630

518,811

15

64,568

27,894

110,094

12,722

23,002

534,876

538,032

16

64,908

29,281

110,440

13,898

22,262

542,415

544,364

17

65,393

30,122

113,025

14,245

22,332

550,565

553,073

18

65,236

30,048

114,786

14,311

22,739

553,632

556,630

19

65,710

30,434

112,832

13,836

22,593

554,957

557,910

20

65,782

30,809

107,818

8,949

22,662

536,382

539,082

21

65,567

30,156

112,508

7,676

23,432

547,406

549,379

資料：財務省「財政金融統計月報－法人企業統計年報特集」より。
注：（　）内は、全産業売上高に対するシェア（％）。

業種別売上高シェアの推移

（単位：百億円）
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1995
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（100.0）
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（2.3）
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（11.5）
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（1.1）
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2000
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（2.1）
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（10.1）
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（0.9）
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（2.3）

05

150,812

（100.0）
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（2.3）
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（8.5）

1,841

（1.2）

3,514

（2.3）

06

156,643

（100.0）

3,386

（2.2）

13,499

（8.6）
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（2.7）

07

158,017
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（2.3）
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（2.5）

08
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3,867

（2.6）
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（8.4）
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（1.5）
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（2.4）

09

136,802

（100.0）

4,098

（3.0）

12,070

（8.8）

1,572

（1.1）

3,212

（2.3）

10

138,574

（100.0）

3,663

（2.6）

11,130

（8.0）

1,821

（1.3）

3,302

（2.4）

11
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（100.0）

3,571

（2.6）

10,945

（7.9）

1,806

（1.3）

3,857

（2.8）

12
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（100.0）
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（2.4）
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（8.4）
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（1.2）

4,116

（3.0）

13
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（100.0）

3,770

（2.7）

12,250

（8.7）

1,705

（1.2）

3,929

（2.8）

14

144,784

（100.0）

3,698

（2.6）

12,851

（8.9）

1,773

（1.2）

4,299

（3.0）

15

143,153

（100.0）

3,938

（2.8）

12,271

（8.6）

1,652

（1.2）

4,067

（2.8）

16

145,576

（100.0）

4,298

（3.0）

12,897

（8.9）

1,507

（1.0）

4,024

（2.8）

17

154,414

（100.0）

4,343

（2.8）

14,112

（9.1）

1,668

（1.0）

3,960

（2.6）

18

153,321

（100.0）

4,653

（3.0）

14,495

（9.4）

1,720

（1.1）

4,366

（2.8）

19

148,189

（100.0）

4,538

（3.1）

14,332

（9.7）

1,553

（1.0）

4,366

（2.9）

20

136,246

（100.0）

4,431

（3.3）

13,387

（9.8）

1,362

（1.0）

3,684

（2.7）

21年度

144,788

（100.0）

4,858

（3.6）

13,666

（9.4）

1,873

（1.3）

4,096

（2.8）

全産業

不動産業

建設業

鉄鋼業

陸運業

7.7

2.0
1.7
1.6

建設業
不動産業

陸運業
鉄鋼業

2.3

1.1

2.32.3

11.511.5

8.5

1.2

2.3
2.32.3

8.5

1.4

2.5
2.32.3

8.4

1.5

2.6
2.42.4

8.4 8.7

1.2

3.0

2.42.4

2.82.8

8.9

1.2

3.0

2.62.6

8.6

1.2 1.0 1.0

2.8
2.8

7.9

1.3

2.8

2.62.6

8.0

1.3

2.6

2.42.4

8.8

1.1 1.2

3.0

2.32.3

8.6

1.3

2.7

2.22.2

10.1

2.3

0.90.9

2.1

8.9

3.0
2.8

9.1

2.8
2.62.6

9.49.4 9.79.7 9.89.8

1.1 1.0 1.0

3.0
2.8

3.1 3.3

2.9 2.72.72.7

1985 95 2000 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
（年度）

資料：1985年～93年は内閣府「国民経済計算年報」［平成12年基準］、94年以後は「同」［平成27年基準］より。
注：1.計数等の改訂は、92年以後のデータに遡及しており、表中の平成元年以前とは前提が異なる。
2.（　）内は国民総資産に占める割合（単位：％）。

資料：1985年～93年は内閣府「国民経済計算年報」［平成12年基準］、94年以後は「同」［平成27年基準］より。
注：1.各産業の生産額は生産者価格表示による。従って間接税・帰属利子等が含まれており、合計は国内総生産とは一致しない。
2.合計値には各産業以外の政府サービス生産者、対家計民間非営利サービス生産者も含まれている。
3.不動産業の生産額には帰属家賃も含む（帰属家賃とは、住宅自己所有者が住宅賃貸業を営んでいるとみなして、家賃相当額を個人企業の生産額として総生産額に計上するもの）。
4.計数等の改訂は、93年以後のデータに遡及しており、表中の85年以前とは前提が異なる。

国民総資産に占める不動産の評価額

年
区分
国 民 総 資 産
不動産の評価額

住 宅
住宅以外の建物
土 地
金 融 資 産

（単位：兆円）

業種別生産額と国内総生産 （単位：10億円）

不動産業

建設業

製造業

宿泊・飲食サービス業

金融・保険業

全産業合計

（参考）国内総生産

年

1985

4,377

1,360

（31）

152

148

1,060

2,593

95

8,738

2,505

（29）

380

245

1,880

5,205

2000

9,209

2,223

（24）

403

240

1,580

5,847

01

9,022

2,120

（23）

399

234

1,487

5,760

03

8,963

1,959

（22）

399

229

1,331

5,851

05

9,379

1,887

（20）

407

228

1,252

6,292

06

9,414

1,915

（20）

416

230

1,269

6,271

07

9,279

1,955

（21）

422

231

1,302

6,060

08

8,905

1,944

（22）

426

231

1,287

5,677

09

8,800

1,860

（21）

408

220

1,232

5,696

10

8,831

1,821

（21）

404

218

1,199

5,765

11

8,804

1,782

（20）

398

215

1,169

5,778

12

9,007

1,752

（19）

392

212

1,148

6,009

13

9,562

1,754

（18）

404

216

1,134

6,535

14

9,999

1,773

（18）

413

218

1,142

6,921

15

10,287

1,782

（17）

412

220

1,150

7,189

16

10,582

1,812

（17）

412

221

1,179

7,448

17

11,029

1,841

（17）

419

226

1,196

7,840

18

11,026

1,872

（17）

421

232

1,219

7,780

19

11,353

1,912

（17）

431

237

1,244

8,034

20

11,901

1,925

（16）

426

235

1,264

8,574

21

12,444

1,983

（16）

460

247

1,276

8,999

1985

30,728

25,008

91,304

－    

17,592

335,834

325,402

95

53,597

39,602

122,431

15,862

26,480

517,306

521,613

2000

57,855

35,695

120,213

16,660

26,787

535,696

535,417

01

57,354

34,014

112,283

16,315

29,176

528,543

531,653

03

57,070

30,748

109,599

15,654

32,423

524,457

523,968

05

58,782

28,777

114,082

14,390

32,358

534,950

532,515

06

60,436

28,707

114,522

14,457

31,414

536,229

535,170

07

60,998

27,078

117,970

14,600

31,394

540,420

539,281

08

61,943

25,923

112,289

13,856

26,159

528,343

527,823

09

62,122

24,923

94,274

13,445

24,812

495,454

494,938

10

62,370

23,464

104,979

12,914

24,499

505,472

505,530

11

62,408

23,611

97,179

12,517

23,324

494,826

497,448

12

62,469

23,447

98,426

11,950

22,463

497,635

500,474

13

63,179

25,350

98,326

12,523

23,223

505,334

508,700

14

63,923

26,416

101,653

12,834

22,782

514,630

518,811

15

64,568

27,894

110,094

12,722

23,002

534,876

538,032

16

64,908

29,281

110,440

13,898

22,262

542,415

544,364

17

65,393

30,122

113,025

14,245

22,332

550,565

553,073

18

65,236

30,048

114,786

14,311

22,739

553,632

556,630

19

65,710

30,434

112,832

13,836

22,593

554,957

557,910

20

65,782

30,809

107,818

8,949

22,662

536,382

539,082

21

65,567

30,156

112,508

7,676

23,432

547,406

549,379

その他

主な不動産事業の歩み・取組み
日本の不動産業
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業種別経営指標の推移

資料：財務省「財政金融統計月報－法人企業統計年報特集」より。
注：1．「総資本」2006 年までは貸借対照表の貸方に示されている負債（支払手形、買掛金、未払金、社債、借入金、引当金、準備金など）と資本（資本金、資本剰余金、利益剰余金）の合計、07年からは

賃借対照表の貸方に示されている負債と純資産（資本金、資本余剰金、利益剰余金などの合計）。
2．「自己資本」貸借対照表の貸方に示されている資本の部の合計金額。
3．「営業利益」売上高－（売上原価＋販売費・一般管理費）。
4．「経常利益」営業利益＋（営業外収益－営業外費用）。 ※「営業外収益」受取利息・割引料、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益など。

※「営業外費用」支払利息・割引料、社債利息、社債発行差金償却、有価証券売却損など。

総資本営業利益率
    （％）

営業利益
総資本

総資本経常利益率
    （％）

経常利益
総資本

売上高営業利益率
    （％）

営業利益
売上高

売上高経常利益率
    （％）

経常利益
売上高

総資本回転率
    （％）

売上高
総資本

自己資本比率
    （％）

自己資本
総資本

全 産 業
不動産業
建 設 業
鉄 鋼 業
陸 運 業
全 産 業
不動産業
建 設 業
鉄 鋼 業
陸 運 業
全 産 業
不動産業
建 設 業
鉄 鋼 業
陸 運 業
全 産 業
不動産業
建 設 業
鉄 鋼 業
陸 運 業
全 産 業
不動産業
建 設 業
鉄 鋼 業
陸 運 業
全 産 業
不動産業
建 設 業
鉄 鋼 業
陸 運 業

2.7
1.6
2.7
2.7
3.1
2.0
-0.1
2.5
1.1
1.4
2.4
7.5
2.2
3.6
4.5
1.8
-0.3
2.1
1.5
2.0

110.4
22.0
121.3
74.1
67.7
18.9
3.5
18.4
26.1
18.9

2.9
2.1
1.8
3.0
2.8
2.8
1.3
1.9
2.0
1.6
2.6
8.6
1.6
4.3
4.2
2.5
5.3
1.6
2.9
2.4

109.6
24.3
117.8
69.8
65.0
25.7
14.6
21.2
29.9
20.7

3.6
2.7
2.0
10.7
3.3
3.9
2.0
2.1
10.2
2.7
3.2
9.1
1.5
11.1
5.4
3.4
6.8
1.7
10.6
4.4

112.2
29.0
126.1
92.9
60.8
30.1
17.5
26.4
38.7
27.1

3.6
3.0
2.2
9.6
3.4
4.0
2.8
2.4
9.7
2.9
3.1
11.0
1.7
9.9
5.5
3.5
10.2
1.8
10.0
4.6

112.7
27.1
126.3
93.0
62.9
32.8
32.1
29.4
38.8
24.3

2.1
2.3
1.3
5.9
2.5
2.5
2.0
1.7
5.7
2.0
1.9
8.8
1.0
5.7
3.7
2.4
7.6
1.3
5.5
3.0

107.5
26.1
129.2
105.2
67.5
33.9
24.6
29.0
37.5
26.2

1.9
2.3
1.4
-0.5
2.4
2.5
1.9
1.7
-0.4
1.9
2.0
9.3
1.1
-0.7
4.0
2.3
7.5
1.3
-0.6
3.1
95.2
24.5
130.4
71.9
60.5
34.5
13.0
30.6
37.5
26.4

2.7
2.7
1.7
2.3
2.7
3.0
2.0
2.0
2.4
2.3
2.8
12.1
1.4
2.8
4.4
3.2
9.1
1.6
2.9
3.8
95.8
22.0
123.3
82.0
61.7
35.6
25.4
30.0
37.0
27.1

2.8
2.6
2.5
-0.1
3.2
3.4
2.5
3.1
0.7
3.0
2.9
9.9
2.0
-0.1
4.4
3.5
9.5
2.4
0.8
4.1
95.6
25.6
126.3
79.2
71.4
37.4
28.5
32.9
35.7
30.2

2.7
2.4
1.7
1.1
2.8
3.1
1.9
1.9
1.5
2.5
2.8
11.7
1.4
1.3
4.1
3.3
9.3
1.6
1.7
3.7
93.9
20.9
121.0
84.8
67.9
34.9
27.4
29.6
35.3
26.9

3.5
3.0
4.3
3.6
3.2
4.2
3.0
4.8
4.5
3.3
3.7
12.6
3.2
4.1
4.8
4.5
12.6
3.7
5.1
5.0
92.3
23.4
128.7
87.3
65.7
38.9
35.7
34.5
40.8
32.6

3.6
3.1
5.7
1.3
3.9
4.6
3.3
6.2
2.0
4.1
4.0
11.5
4.6
1.7
6.1
5.2
12.4
5.0
2.7
6.3
88.3
26.6
124.8
76.8
65.0
40.6
37.6
38.3
41.6
32.9

3.8
3.1
5.3
2.6
3.8
4.7
3.3
5.9
3.6
3.9
4.4
13.2
4.2
3.2
6.5
5.4
14.0
4.7
4.4
6.6
87.7
23.5
125.0
81.9
59.1
41.7
36.8
38.4
42.3
32.2

3.8
2.8
5.2
2.1
4.0
4.7
2.8
5.9
3.2
4.1
4.4
11.1
4.4
2.5
6.3
5.5
11.1
5.0
3.8
6.6
85.3
25.0
119.3
83.4
63.1
42.0
33.4
41.6
44.3
35.6

3.0
2.3
5.3
0.3
3.4
3.9
2.5
6.0
1.3
3.6
3.7
9.4
4.3
0.3
5.3
4.8
10.2
4.8
1.6
5.6
82.0
24.4
124.5
80.1
64.5
42.0
35.2
39.8
41.8
37.7

3.5
3.0
4.8
1.9
4.1
4.3
2.8
5.2
2.7
4.1
3.9
11.6
3.9
2.3
6.1
4.8
10.9
4.2
3.2
6.1
89.9
25.9
123.7
83.9
67.8
40.0
33.1
36.6
41.8
33.5

3.2
2.3
3.2
2.7
3.1
4.0
2.3
3.7
3.5
3.2
3.5
11.0
2.4
3.2
4.9
4.2
10.9
2.8
4.1
5.0
92.3
20.6
128.5
84.9
64.1
37.6
31.2
31.4
38.3
32.6

3.7
3.4
2.0
8.7
3.3
4.0
2.8
2.2
8.6
2.9
3.1
11.0
1.6
8.6
4.5
3.4
9.2
1.7
8.6
3.9

116.7
29.9
129.5
99.9
73.4
33.5
27.0
29.3
38.1
25.0

4.6
4.2
5.3
7.3
4.7
3.5
1.1
4.6
5.6
3.5
3.5
11.5
3.9
8.1
5.1
2.7
3.1
3.4
6.1
3.8

125.0
34.3
125.1
87.0
88.4
19.1
8.1
15.6
26.1
23.9

1990
年度 95 2000 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2.2
2.3
4.9
-0.6
-1.7
3.3
2.7
6.0
0.4
-1.1
3.1
10.2
4.3
-0.9
-3.2
4.6
12.1
5.2
0.6
-2.1
72.5
22.7
113.7
68.1
51.3
40.7
37.1
42.1
40.3
35.3

20
2.7
2.6
4.1
4.1
-0.1
4.2
2.9
5.4
5.7
0.3
3.7
11.1
3.9
4.8
-0.2
6.0
12.5
5.1
6.7
0.6
71.8
23.3
107.1
84.8
54.8
40.5
33.2
42.2
40.3
34.5

21

不動産会社数の推移

6

8

10

12（％）

10億円～
312（0.1）

1億円～
10億円未満
2,660（0.7）

1,000万円～
1億円未満
110,023

（29.9）　　　　　　　

1,000万円
未満

255,557
（69.3）

315,542

11.4

321,361

11.6

368,552

資料：財務省「財政金融統計月報ｰ法人企業統計年報特集」より。
注：1.「法人」とは、日本に本店を有する合名会社、合資会社、株式会社および有限会社をさす。
2. 2021年度については、資本金別内訳。（　）内は構成比（単位：％）。

全産業会社数に占める割合（右目盛）

0

5

10

15

20

25

30（万社）

1995 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

257,358

10.5
299,818

10.8

297,586

10.7

302,939

11.0

304,000

11.1

306,280

11.2

310,413

11.3
301,005

10.9
288,638
10.6

293,330

10.6281,046
10.4

284,693
10.5

277,143

10.5

270,555

10.4 10.4

273,202

10.4
265,166

21
（年度）

328,553

11.8

337,934

12.0

19 20

347,791

12.3

353,448

12.4
12.8

44 45
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建築費
建築費指数（工事原価）の推移

128.7

129.5

128.6

集合住宅（RC）

事務所（SRC）

住宅（W）

調査年
建物種類 1992

125.3

125.9

128.5

93
119.7

119.7

125.3

94
116.5

115.6

123.4

95
115.1

113.7

121.8

96
114.9

113.3

122.0

97
112.3

110.3

118.8

98
110.1

107.8

117.2

99
108.0

105.8

115.5

2000
106.4

104.2

114.0

01
104.5

102.1

112.2

02
102.2

99.6

109.4

03
101.3

100.1

107.3

04
99.8

99.6

103.0

05
100.7

100.2

100.9

06
103.6

102.2

101.7

07
108.3

108.9

102.6

08
103.0

102.2

101.9

09
98.9

99.0

99.6

10
100.0

100.0

100.0

11
102.7

100.3

100.7

12
106.0

103.0

103.4

13
113.3

109.6

107.1

14
116.0

112.3

108.7

15
113.8

110.4

108.3

16
114.7

111.6

108.7

17
117.9

115.0

110.0

18
119.8

117.5

112.8

19
120.7

118.1

116.0

20
124.0

121.9

120.8

21

130

120

110

100

90
1992 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

（年）
資料：（一財）建設物価調査会
注：1.「標準指数」（対象都市：東京）の推移（2011年平均＝100）。
　  2.「標準指数」は、建物を使途、構造の2つの条件によって分類し、各グループごとにそれぞれの工事費に占める科目、細目等の平均的な金額構成比を求め、これに細目価格指数を乗じて算出したもの。

集合住宅（RC） 事務所（SRC）

住宅（W）
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主な不動産事業の歩み・取組み
日本の不動産業

年 政治・社会・
経済

国土計画・
都市計画・建築規制等

土地・住宅政策 土地・住宅税制 不動産事業・業界

昭和２０年
（１９４５）

昭和２１年
（１９４６）

昭和２２年
（１９４７）

昭和２３年
（１９４８）

昭和２４年
（１９４９）

昭和２５年
（１９５０）

昭和２６年
（１９５１）

昭和２７年
（１９５２）

昭和２８年
（１９５３）

昭和２９年
（１９５４）

昭和３０年
（１９５５）

昭和３１年
（１９５６）

終戦
財閥解体
国際連合成立

戦後初の総選挙
日本国憲法公布
南海地震

福井地震

ドッジ・ラインによるデ
フレ不況

朝鮮戦争
（～28）
特需景気

日米講和条約
日米安保条約

３種の神器

神武景気（29年11月
～32年6月）
経済自立5ヵ年計画
自民党・社会党結成
（55年体制）

経済白書「もはや戦
後ではない」
国際連合加盟

国土計画基本方針。
戦災復興院設置。
戦災復興計画基本方針。

国土復興5ヵ年計画。
特別都市計画法（戦災復興土地区画整理
事業を実施27,900ha整備。緑地地域制度創
設、東京はじめ11都市で指定）。戦災都市と
して115都市を指定、戦災復興計画。東京
戦災復興都市計画。建築制限令（不要･不
急建築の制限）。

建設院設置。戦災復興土地区画整理事業
の執行に関する件（組合施行の事業に国庫
補助）。臨時建築等制限規則。

市街地建築物法の臨時特例廃止。
建設省設置。
国営公園整備事業及び国庫補助による公
園整備事業の実施。臨時防火建築規則。消
防法。

建設業法。土地改良法（耕地整理法廃止、
土地区画整理事業は廃止法を準用しながら
実施）。屋外広告物法（都道府県による規制
の基準）。戦災復興都市計画の再検討に関
する基本方針。水防法。

建築基準法（建築物の敷地、構造、設備及
び用途に関する最低の基準を定める）。建築
士法（建築物の設計を行う技術者の免許資
格の設定）。国土総合開発法（国土計画及
び地域計画の基本法。国土総合開発計画
の策定をめざす）。首都建設法。北海道開発
法。

土地収用法。

耐火建築促進法（都市における耐火建築物
の建築の促進。防火建築帯造成補助等）。
改正道路法（道路に関する基本法）。電源開
発促進法。

離島振興法。港湾整備促進法。地方鉄道軌
道整備法。市町村合併促進法。戦災復興事
業の完了。

特別都市計画法の廃止。土地区画整理法
（換地手法による公共施設整備と宅地の利
用増進。目的に公共施設の整備を追加）。

日本道路公団法。道路整備特別措置法（有
料道路制度の確立）。首都圏整備法。都市
公園法（都市公園の設置、管理に関する基
準等）。海岸法。工業用水法。横浜、名古屋、
京都、大阪、神戸を政令都市に指定。

住宅不足420万戸。罹災都市応急簡
易住宅建設要綱（30万戸）。住宅緊急
処置令（既存建物の住宅化）。第1次
農地改革（農地調整法改正）。

住宅緊急処置令改正（余裕住宅の開
放）。罹災都市借地借家臨時処理法
（罹災建物の旧借主等に対して土地家
屋の権利関係の調整）。地代家賃統制
令（戦時中に引き続いて統制を行う）。
第2次農地改革（自作農創設特別措置
法。地主的土地所有を解体し、戦後農
業生産力の新たな発展と農村民主化
の基礎を築いた一大土地改革）。

第1回住宅統計調査（終戦後の住宅
事情を明らかにし住宅対策の基礎資
料とするため、総理府統計局により実
施）。不動産登記法改正（登記事務が
裁判所から登記所へ移管）。

住宅対策審議会令（国の住宅行政の
発展に貢献するため、建設大臣の諮問
機関として設置）。

住宅金融公庫法（国民大衆が健康で
文化的な生活を営むに足る住宅の建
設及び購入に必要な資金を長期かつ
低利で融資）。住宅不足340万戸。地
代家賃統制令改正（新築住宅対象外
に）。不動産登記法改正（土地台帳事
務を登記所へ移管）。農地価格、統制
解除。

公営住宅法（低額所得者に対する住
宅供給制度の確立）。国土調査法（地
積調査の開始）。

第1期公営住宅建設3箇年計画。
地代家賃統制額決定。
農地法。

産業労働者住宅資金融通法（一般企
業の社宅の建設に必要な資金を長期
かつ低利で融資）。第2回住宅統計調
査実施（全国市部における総世帯数
819万世帯、総住宅数836万戸、平均
居室面積は28.1㎡）。

公庫法改正（公的事業主体に対する
宅地造成資金融資・分譲住宅建設資
金融資。土地担保賃貸住宅建設資金
融資）。

住宅建設10箇年計画（住宅不足272
万戸の解消が目的）。日本住宅公団法
（公営、公庫以外の住宅政策の柱。住
宅不足の著しい地域において、勤労者
のために集団住宅及び宅地の大規模
な供給を行う。土地区画整理事業等の
執行権能を有する）。住宅融資保険法
（一般金融機関が行う住宅建設資金
の貸付を付保することにより、民間資金
による住宅建設を促進）。第2期公営住
宅3箇年計画。

地租が国税から府県税に（地方
税法の改正）。余裕住宅税。

シャウプ勧告。

地租の廃止、固定資産税創設。
個人の土地譲渡課税は、変動所
得として、5年間の平均課税。

新築貸家住宅の割増償却。居住
用財産の買換え特例創設。自己居
住用新築住宅の登録免許税軽
減。新築住宅の固定資産税軽減。

個人の土地譲渡課税は、1/2総
合課税。

不動産取得税復活（新築住宅の
課税評価額の控除、その敷地の
税額控除）。

都市計画税創設。

この頃、民間鉄道各社によ
る宅地開発再開。

木賃住宅建設盛んになる
（～30年代）。都心10～
20km圏に木賃ベルト地帯
を形成へ。

東京都宅地分譲開始。

宅地建物取引業法制定（①
業者の知事登録制②報酬
限度額は知事が定める③業
務規制。監督処分・罰則）。

公庫融資付住宅登場。

初の民間分譲マンション。
公団第1号団地竣工。金岡
団地（堺市。賃貸住宅）、稲
毛団地（千葉市。分譲住
宅）。
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30

年 政治・社会・
経済

国土計画・
都市計画・建築規制等

土地・住宅政策 土地・住宅税制 不動産事業・業界

昭和３２年
（１９５７）

昭和３３年
（１９５８）

昭和３４年
（１９５９）

昭和３５年
（１９６０）

昭和３６年
（１９６１）

昭和３７年
（１９６２）

昭和３８年
（１９６３）

昭和３９年
（１９６４）

昭和４０年
（１９６５）

昭和４１年
（１９６６）

昭和４２年
（１９６７）

なべ底不況
（32下期～33上期）
新長期経済計画

安保騒動（～35）国
民生活白書「住宅事
情はまだ戦後」

所得倍増計画
岩戸景気（33年6月～
36年11月）

キューバ危機
東京人口1,000万人
突破

ケネディ大統領暗殺
オリンピック景気

東京オリンピック
東海道新幹線開通
海外旅行自由化

中期経済計画
OECD加盟
ベトナム戦争
証券不況

いざなぎ景気
（40年10月～45年7
月）
中国文化大革命
3C時代

建築基準法改正（都心部の建ぺい率緩和
等）。既成市街地の指定。駐車場法（都市に
おける自動車駐車施設の整備）。自然公園
法。東北開発促進法。特定多目的ダム法。
高速自動車国道法。国土縦貫自動車道開
発法。道路整備10箇年計画。

首都圏整備第１次基本計画。首都圏の近郊
整備地帯及び都市開発区域に関する法律。
地すべり防止法。道路整備緊急措置法。工
業用水道事業法。新下水道法。

建築基準法改正（簡易耐火・中高層耐火建
築物の定義改正）。土地区画整理法改正
（立体換地、公共施設管理者負担金制度の
創設）。首都圏の既成市街地における工業
等の制限に関する法律（工場･大学の新設
制限）。九州地方開発促進法。首都高速道
路公団法。

自治省発足。国土建設の構想。四国地方開
発促進法。広域都市建設計画。北陸地方開
発促進法。中国地方開発促進法。

建築基準法改正（特定街区制度等）。市街
地改造法（密集市街地における広幅員街路
及び公共施設整備）。防災建築街区造成法
（数街区にわたる地区の耐火建築化事業）。
宅地造成等規制法。公共用地の取得に関
する特別措置法。水資源開発促進法。災害
対策基本法。

全国総合開発計画（地域間の均衡ある発
展。拠点開発方式）。新産業都市建設促進
法。工業団地造成法。駐車場法改正（駐車
場整備地区の対象地域を拡大し、条例による
建築物への駐車設備の附置義務を強化）。
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱。

建築基準法改正（容積地区制度の創設）。
土地区画整理組合貸付金制度（都道府県
等が事業資金を貸し付ける1/2以内を国が
都道府県に貸し付ける制度の創設）。近畿
圏整備法。新河川法。工業整備特別地域整
備促進法。国土建設の基本構想。北九州市
を政令都市に指定。

市街地住宅総合設計許可準則（市街地環
境の整備に資する良好な建築計画について
特定行政庁の許可により、容積率制限や道
路斜線制限などの高さ制限を緩和）。環境
庁設置。

首都圏整備法改正。
新宿新都心計画（容積率1000％、59ｈａ）。
川崎市団地造成事業施行基準。

古都における歴史的風土の保存に関する特
別措置法（保存区域及び特別保存地区の指
定等）。都市開発資金の貸付けに関する法
律（地方公共団体が計画的な都市整備を行
うための事業用地の先行取得に対する貸付
制度の創設）。首都圏近郊緑地保全法（保
全計画、保全区域及び特別保全地区の指定
等）。中部圏開発整備法。流通業務市街地
の整備に関する法律（都市における流通機
能の向上及び道路交通の円滑化を図る）。

土地収用法改正（補償額算定基準時を裁
定時から事業認定公告の時に変更等）。開
発指導要綱（川西市）。公害対策基本法（大
気汚染、水質汚濁など典型7公害の防止）。

公庫法改正（災害復興住宅建設資金
及び中高層耐火建築物建設資金貸付
制度の創設）。公団法改正（業務範囲
に、学校等の用地の宅造及び水面埋
立事業の施行を追加）。住宅建設5箇
年計画（住宅不足232万戸解消）。

第3回住宅統計調査（総世帯数1,865
万世帯、総住宅数1,793万戸、平均居
室面積は34.1㎡）。

公共住宅への工業用品用企画部品
（KJ部品）の採用。公営住宅法改正
（家賃の不均衡の是正、収入超過者に
対する措置等）。農地転用許可基準制
定。

住宅地区改良法（不良住宅密集地域
について、不良住宅の除去、改良住宅
の建設、公共施設の整備等の地区の
住環境の整備改善を図る事業の法定
化）。不動産登記法改正（土地台帳と
登記簿の一元化）。第１回住宅需要者
実態調査（住宅難の実態、家賃負担等
住宅需要の実態を把握し、住宅対策の
基礎資料とする。住宅困窮世帯35.9
％）。

新住宅建設5箇年計画（所得倍増計
画を受け、1世帯1住宅の実現、老朽過
密居住の解消を目標）。公庫法･公団
法改正（住宅債券制度創設）。

建物区分所有法（分譲マンション等に
対応して法整備。昭和38年施行）。
国土調査促進特別措置法。
住宅制度審議会発足。

新住宅市街地開発法（大都市の周辺
部の未開発地を全面買収し大規模に
宅地化、供給する事業の創設）。住宅
建設7箇年計画。不動産の鑑定評価
に関する法律。第4回住宅統計調査
（総世帯数2,182万世帯、総住宅数
2,109万戸、平均床面積72.5㎡）。

宅地制度審議会に代わって、宅地審
議会発足。
公団法改正（特別住宅債券の発行）。

宅地審議会、大量・計画的な供給の必
要性を提言。公庫法改正（住宅改良資
金貸付制度の新設）。地方住宅供給
公社法。宅地開発五箇年計画。第1回
地価対策閣僚協議会。

公庫法・産労法改正（関連利便施設及
び関連公共施設整備資金の貸付制度
の新設等）。住宅建設計画法（総合的
な住宅建設計画を策定し、国と地方公
共団体が協力して実施）。第一期住宅
建設五箇年計画（目標670万戸。1世帯
1住宅実現）。日本勤労者住宅協会
法。第2回住宅需要実態調査（全国市
部で実施。住宅困窮世帯43.5％）。

居住用資産買換え特例における
譲渡資産の範囲拡大。

固定資産税負担調整開始。新築
中高層耐火住宅の固定資産税
軽減。個人長期譲渡（3年超）
1/2総合課税、短期譲渡（3年以
下）全額総合課税。

住宅貯蓄減税制度創設。
印紙税法。
登録免許税法。

宅地建物取引業法改正
（①営業保証金供託制度
②宅地建物取引員試験制
度）。

公団初の団地系高層アパ
ート。団地族。

宅地開発に、公的機関、民
間企業新規参入。
初のプレハブ住宅。
メートル法施行。

戦後初の地価高騰（高度
経済成長に伴う第2次産業
の急激な発展、民間企業の
設備投資の拡大の中で工
業地の地価が主導）。三大
都市圏への人口集中、スプ
ロール。都市部の住宅難深
刻。都銀、住宅ローン開始。

千里ニュータウン建設（～
45年）。

不動産協会、社団法人化
に向け設立総会。

不動産協会、社団法人の
設立を許可される。理事長・
江戸英雄氏（三井不動産
社長）。
第１次マンションブーム（年
収の9～12倍）。公正取引
委員会、宅地建物表示公
正競争規約を告示。

宅地建物取引業法改正（登
録制を廃止し、免許制に）。農
地の宅地転用が活発化。商
社系のマンション事業が活
発化。ビル建設ラッシュ（丸の
内再開発など）。

大手不動産会社も別荘地
開発に進出。

多摩ニュータウン事業開
始。
メートル法完全実施（不動
産業も）。
大手の宅地開発が大規模
化。
住宅ローンの普及でマイホ
ーム時代始まる。

宅地建物取引業法改正
（①誇大広告禁止、②取引
態様の明示、③重要事項
説明、④契約成立後の書
面交付の義務付け、⑤手付
けの信用供与の禁止）。
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31

年 政治・社会・
経済

国土計画・
都市計画・建築規制等

土地・住宅政策 土地・住宅税制 不動産事業・業界

昭和４３年
（１９６８）

昭和４４年
（１９６９）

昭和４５年
（１９７０）

昭和４６年
（１９７１）

昭和４７年
（１９７２）

昭和４８年
（１９７３）

昭和４９年
（１９７４）

昭和５０年
（１９７５）

東大安田講堂事件
アポロ月面着陸
東名高速道路完成

大阪万国博覧会
よど号事件
日米安保条約延長

ニクソン・ショック
沖縄返還協定調印
（昭和47年復帰）

浅間山荘事件
札幌オリンピック
日中国交回復
「日本列島改造論」

円、変動相場制へ
第1次オイルショック

戦後初の経済実質マ
イナス成長
連続企業爆破事件

ベトナム戦争終結
第1回サミット
沖縄海洋博

首都圏整備第2次基本計画。広域市町村圏
構想。新都市計画法（都市計画区域内を市
街化区域と市街化調整区域に区分して［線
引き制度］、土地利用の秩序化を図ろうとす
るゾーニング法。開発許可制度の創設。都市
計画中央審議会設置）大気汚染防止法。騒
音防止法。

新全国総合開発計画（大規模ナショナルプ
ロジェクト方式）。都市再開発法（市街地改
造法と防災建築街区造成法を統合、発展さ
せ、権利変換方式により、市街地の合理的か
つ健全な高度利用と都市機能更新を図る事
業の創設）。農業振興地域の整備に関する
法律。市街化調整区域における農地転用許
可基準。急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律。風致地区内における建築物
等の規則の基準を決める政令。

建築基準法改正（用途地域として、第１種住
居専用地域等4種類が追加され、8種類に。
容積制全面採用。北側斜線制限の創設。建
築物の内装制限強化。建築主事必置義
務）。レクレーション都市整備要綱。

市街地住宅総合設計許可準則（市街地環
境の整備に資する良好な建築計画について
特定行政庁の許可により、容積率制限や道
路斜線制限などの高さ制限を緩和）。環境
庁設置。

公有地拡大推進法。新都市基盤整備法。都
市公園等整備緊急措置法（都市公園整備5
箇年計画の策定）。自然環境保全法。札幌、
川崎、福岡を政令都市に指定。

都市緑地保全法（都市における民有地の緑
化推進を図るため緑地保全地区及び緑化
協定制度を創設）。工場立地法。

自然公園法・自然環境保全法改正。国土利
用計画法（国土利用計画の策定と土地取引
の規制措置）。国土庁発足。建築基準法改
正（日照基準設置）。都市計画法改正（開発
行為の対象地域を未線引き都市計画区域内
にも拡大、市街地開発事業等予定地域の創
設）。森林法改正（開発行為規制強化）。生
産緑地法（市街化区域内農地等の保全及び
公共施設用地としての活用を図るため生産
緑地地区に関する都市計画等を規定）。工
場立地法改正。地域振興整備公団発足。

都市再開発法改正（個人施行者制度創設、
管理処分方式による第二種市街地再開発
事業の創設）。
農業振興地域整備法改正（開発行為規制
強化）。
文化財保護法改正（伝統的建造物群保存
地区の創設）。

住宅宅地審議会（住宅対策審議会を
発展的に解消し、発足）。
第5回住宅統計調査（総世帯数2,532
万世帯、総住宅数2,559万戸、１世帯当
り住宅数1.01となり、「1世帯1住宅」達
成）。

地価公示法。公営住宅法改正（土地
取得費等の国の援助方式を改め、地
方債による融資に切り替え、家賃収入
補助制度を設ける。公営住宅建替事
業に関する規定を整備）。第3回住宅
需要実態調査（全国全域で実施。住
宅困窮世帯37.1％）。

筑波研究学園都市建設法。
地価対策関係閣僚協、当面の緊急対
策。
公庫、高層分譲住宅購入資金融資。

第二期住宅建設五箇年計画（1人1
室。950万戸）。農地所有者等賃貸住
宅建設利子補給法（利子補給金の支
出により、良質な賃貸住宅と水田の宅
地化に資する）。勤労者財産形成促進
法。公庫、市街地再開発事業等融資。
日本開発銀行、民間宅造業融資。

土地取引に対する融資適正化の通達。
住宅生産工業化促進費補助制度（住
宅性能の向上、価格の低廉化、工期短
縮、建設時の省力化を目的とした民間
団体等の住宅部品の試作開発に補
助）。

地価対策関係閣僚協議会、｢土地対
策」を発表。建設省、大手不動産16社
に住宅用地の放出を要請。特定賃貸
住宅建設融資利子補給補助制度（地
方自治体が行う利子補給措置を助成
し、良質な賃貸住宅の供給を目指す）。
工業化住宅性能認定制度（プレハブ
住宅の性能を認定、公表）。第6回住
宅統計調査（総世帯数2,965万世帯、
総住宅数3,106万戸、平均床面積は
77.1㎡。最低居住水準以下世帯推計
30.8％）。第4回住宅需要実態調査（住
宅困窮世帯35.4％）。

特定住宅地区整備促進事業（大都市
地域の工場跡地等における公的住宅
建設と周辺環境整備を一体的に行
う）。優良住宅部品認定制度（品質、性
能が優れ、価格も妥当な優良な住宅部
品を建設大臣が認定し、公共住宅をは
じめ広く一般に普及する）。再開発住宅
建設事業制度（再開発事業等により、
住宅に困窮する従前居住者に対し賃
貸する再開発住宅の建設等）。公庫、
公共公益施設融資を民間にも適用。

公共住宅設計基準（NPS）の策定及び
オープン部品による住宅供給システム
の開発（KEP）。大都市地域における
住宅地等の供給の促進に関する特別
措置法（土地区画整理促進区域、共
同住宅区、住宅街区整備促進区域を
規定し、特定土地区画整理事業、住宅
街区整備事業を創設）。宅地開発公団
発足（土地区画整理事業の施行権能
を付与。公共施設の直接施行。地方鉄
道事業・水道事業）。

〈素地譲渡促進のための大幅改
正〉個人長期譲渡（5年超）軽課
（14％分離課税）、短期譲渡（5年
以下）重課（52％又は全額総合
課税の1割増）。居住用資産譲渡
の特別控除引上げ（35万円→
1,000万円）。居住用財産買換え
特例の廃止。

市街化区域内農地の宅地並課
税を決定（A農地は47年、B農地
は48年、C農地は51年から）。

個人長期譲渡20％。
住宅取得控除制度創設。
47年はA農地に限り、現に耕作
の用に供されているものは農地課
税のままとし、48年以降のAB農
地は48年に検討する。

〈法人による投機的取引・留保に
対応〉法人・短期重課（20％追加
課税）。居住用財産譲渡の特別
控除引上げ（1,000万円→1,700
万円）。特別土地保有税の創設。
三大都市圏の特定市のAB農地
を対象とし、評価額の1/2を課税
標準としてA農地は48年度、B農
地は49年度から宅地並課税を実
施。特定市街化区域内農地の固
定資産税適正化に伴う宅地促進
臨時措置法。

個人長期譲渡26％。
固定資産税小規模宅地特例。
生産緑地法附則による地方税法
改正（1種、2種生産緑地内農地
は、「農地評価、農地課税」とす
る）。

〈個人譲渡税の大幅強化〉長期
譲渡2,000万円まで26％、4,000
万円超3/4総合課税、長短区分
の強化（昭和44年1月1日の前後
の取得により判定）。居住用資産
譲渡の特別控除引上げ（1,700万
円→3,000万円）。特定宅造の
1,500万円控除の創設。農地相
続税猶予制度。特定市のAB農
地のうち、現に耕作に供され3年
以上農地として保全することが適
当であるものは、条例による減額。
それ以外のABC農地は54年に
検討する。事業所税施行。

霞が関ビル完成。
第2次マンションブーム。
㈳日本高層住宅協会設
立。理事長・瀬山誠五郎氏
（住友不動産社長）。
全国で住宅数が世帯数を
上回る。筑波学園都市事
業開始。

住宅地中心の全国的地価
高騰。
2×4住宅登場。
大手が分譲住宅部門に積
極進出。

上場企業の不動産業進出
が活発化。住宅金融専門
会社続々登場。積立式宅
地建物販売業法制定（①
業者の許可制、②業務規
制。監督処分・罰則）。宅地
建物取引業法改正（①取
引主任者登録制、重要事
項説明を行わせる、②契約
内容の適正化等、③前金
保全）。北摂三田ニュータウ
ン事業開始。

戦後2回目の地価高騰（過
剰流動性の発生、日本列島
改造ブーム、大都市への人
口集中や企業の土地取得、
投機的な土地需要による）。
第3次マンションブーム（年
収の4～5倍）。47年度の新
規住宅着工は186万戸で
史上最高。

全都道府県で住宅数が世
帯数を上回る。
民間の宅地供給量ピーク。
㈳不動産協会ほか「民間デ
ィベロッパー行動綱領」制
定。

マンション立地郊外化。
港北ニュータウン事業開
始。
不動産業企業倒産相次ぐ
（846件）。

地価公示初のマイナス。
企業倒産相次ぐ。
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年 政治・社会・
経済

国土計画・
都市計画・建築規制等

土地・住宅政策 土地・住宅税制 不動産事業・業界

昭和５１年
（１９７６）

昭和５２年
（１９７７）

昭和５３年
（１９７８）

昭和５４年
（１９７９）

昭和５５年
（１９８０）

昭和５６年
（１９８１）

昭和５７年
（１９８２）

昭和５８年
（１９８３）

昭和５９年
（１９８４）

昭和６０年
（１９８５）

ロッキード事件発覚
毛沢東主席死去

成田空港開港

第２次オイルショック
サッチャー首相就任
ソ連、アフガン侵攻

日本の自動車生産台
数世界第1位に
イラン・イラク戦争

行財政改革大綱

貿易摩擦激化
東北・上越新幹線開
業

大韓航空機事件
東京ディズニーランド
開業

プラザ合意
電電・専売民営化

首都圏整備第3次基本計画。
建築基準法改正（日影規制の創設等）。

第三次全国総合開発計画（定住構想）。

建築物防災対策要綱（行政指導により、既存
建築物の防火・避難設備の改修について強
力に推進する）。エネルギー使用の合理化に
関する法律（建築物の省エネ基準と指導）。

都市計画法・建築基準法改正（地区計画制
度の創設）。都市再開発法改正（都市再開
発方針の策定、施行区域要件の緩和、施行
者の拡大等）。都市開発資金の貸付対象用
地に都市機能の維持･増進を図るための事
業用地を追加。都市防災不燃化促進事業
の創設（不燃化促進区域内において耐火建
築物を建築する者に対する補助制度）。建
築物の新耐震基準。広島市を政令都市に指
定。

まちづくり条例（神戸市）。

市街化調整区域での開発許可の規模要件
引下げ通達（20ha以上→5ha以上）。宅地開
発等指導要綱に関する措置方針通達。規制
の緩和による都市再開発の促進方策。市街
地住宅総合設計制度。優良省エネルギー建
築技術等認定制度。高度技術工業集積地
域開発促進法（テクノポリス法）。

世田谷区がワンルームマンション規制の建築
協定制定。

首都改造計画。

欠陥マンション問題に関し指導通達。
公庫、既存住宅購入資金融資。第三
期住宅建設五箇年計画（住宅の質的
向上に重点を置き、最低・平均居住水
準の目標を設定。860万戸）。

財形住宅融資スタート。

住宅宅地関連公共施設整備促進事
業創設（通常の公共施設整備事業に
加え、別枠で補助）。第7回住宅統計
調査（総世帯数3,284万世帯、総住宅
数3,545万戸、平均床面積は80.3㎡。最
低居住水準未満世帯14.8％）。

特定住宅市街地総合整備促進事業
（大都市の既成市街地において、良質
な住宅の建設、公共施設の整備を行
い、都市機能の更新を図る）。

公営住宅法改正（老人、身障者等の単
身入居を認める）。
住宅性能保証制度。
農住組合法。

第四期住宅建設五箇年計画（770万
戸）。住宅・都市整備公団発足（住宅
公団と宅地開発公団の統合。特定再
開発の施行権能）。宅地供給促進計
画制度。市街地住宅供給促進事業
（公営住宅等を併設する施設の建設を
助成し、市街地住宅の供給を促進）。
公庫、所得別金利制。

公庫法改正（規模別金利制及び段階
金利制の導入等。財形持家融資の貸
付限度額を財形貯蓄残高の3倍から5
倍に引き上げ。宅地造成融資の対象に
一般の土地区画整理事業等を追加。
住宅宅地債券積立制度）｡土地区画
整理法改正（地方住宅供給公社に土
地区画整理の施行権能を付与）。木造
賃貸住宅密集地区整備促進法。

建物区分所有法改正（登記の合理
化。管理組合の決議による管理、復旧
及び建替え等）。第8回住宅統計調査
（総世帯数3,520万世帯、総住宅数
3,861万戸、平均床面積は85.9㎡。最低
居住水準未満世帯11.4％）。第6回住
宅需要実態調査（住宅及び住環境に
対する総合評価において、不満率は
38.4％）。公庫、中古住宅融資の対象
に木造戸建住宅を追加。

優良再開発建築物整備促進事業（土
地の利用の共同化、高度化等に寄与
する優良再開発建築物の整備に助
成）。

投機的土地取引に関わる融資の自粛
指導。公庫法改正（災害復興住宅資
金貸付制度の新設等。経済対策の一
環として、特別割増貸付制度の新設）。

市街化区域内農地の宅地並課
税について、条例による減額、負
担軽減措置の1年延期。C農地
の実施の3年延期。

特定宅造の公募要件緩和（10％
未満の地主優先譲渡を認める）。
特別土地保有税について、ビル、
工場等恒久的建築物敷地の課
税免除。

優良住宅地造成等のための軽減
税率特例措置（4,000万円まで26
％、4,000万円超1/2総合課税）。
市街化区域内農地の宅地並課
税、C農地の実施の3年延期。

個人長期譲渡緩和（4,000万円ま
で26％、4,000万円超8,000万円ま
で1/2総合課税、8,000万円超3/4
導入）。立体買換特例の創設（既
成市街地等内の中高層住宅建
設のための買換え特例）。

〈長期安定化制度を目指した大
改正〉長短区分10年。個人一般
長期譲渡緩和（4,000万円まで26
％、4,000万円超1/2総合課税）、
優良長期譲渡拡充（4,000万円ま
で26％、4,000万円超32.5％）。居
住用資産買換特例復活。市街化
区域内農地の宅地並課税、C農
地の実施。長期営農継続農地制
度（10年以上、宅地並免除）。ミニ
特別土地保有税の創設（三大都
市圏の特定市街化区域で300㎡
以上が対象）。

宅造協力の買換え特例の創設
（20ha以上の宅地開発事業につ
いて適用）。特定宅造の1,500万
円控除の対象拡大（土地区画整
理事業のための用地買収に適
用）。立体買換特例の適用地域
拡大（既成市街地の他、その周
辺の一定地域に拡大）。

住宅資金贈与制度創設（300万
円まで非課税）。特定民間再開発
事業のための買換えについて、広
汎な買い換え特例を認める。

優良長期譲渡と特定宅造1,500
万円控除との選択性。
優良再開発建築物に割増償却。

ミニ開発増加。
マンション立地都心にＵター
ン。

第4次マンションブーム（年
収の4～5倍）。団塊世代の
持ち家需要増大。
㈶日本住宅総合センター設
立。㈳不動産協会、アフタ
ーサービス規準制定。
瀬山㈳日本高層住宅協会
理事長逝去。理事長に安
藤太郎氏（住友不動産社
長）選任。

世界不動産連盟東京総会
開催。

宅地建物取引業法改正
（①法律の目的に、宅地建
物取引業の健全なる発展
を促進することを追加、②取
引主任者証制度、③他人
物売買規制、④媒介契約
の書面化等媒介契約規
制、⑤区分所有建物に関す
る重要事項説明の充実）。
㈶不動産流通近代化セン
ター発足。

標準媒介契約約款。

都銀、「親子2代ローン」導
入。

㈶不動産適正取引推進機
構発足。
土地信託第１号。
都心から地価高騰始まる。

公団等造成宅地の民間卸
始まる。国土庁等が東京圏
での大量のビル不足を予
測。
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昭和６１年
（１９８６）

昭和６２年
（１９８７）

昭和６３年
（１９８８）

平成元年
（１９８９）

平成２年
（１９９０）

平成３年
（１９９１）

平成４年
（１９９２）

平成５年
（１９９３）

チェルノブイリ原発事
故
男女雇用機会均等
法施行

バブル景気
（61年11月～平成3
年2月）
国鉄民営化
ブラックマンデー

リクルート事件発覚
青函トンネル・瀬戸大
橋開通

昭和天皇崩御、平成
に改元
天安門事件
ベルリンの壁崩壊

バブル崩壊
東西ドイツ統一

湾岸戦争
金融・証券不祥事表
面化
ソ連崩壊

ＰＫＯ協力法施行

皇太子御成婚
非自民連立内閣

首都圏整備第4次基本計画
民間事業者の能力の活用による特定施設
の整備の促進に関する法律（62年から
NTT-A無利子貸付業務を追加）。

建築基準法改正（木造建築物等の規制の
合理化、建築物の形態規制の合理化）。民
間都市開発の推進に関する特別措置法（優
良な民間都市開発を支援するため、民間都
市開発推進機構の指定等）。都市活力再生
拠点整備事業の創設（市町村が地区再生
計画等を策定し、市街地再開発事業、公開
空地の整備等を実施する総合的な再開
発）。総合保養地域整備法（リゾート法）。

多極分散型国土形成促進法（振興拠点地
域の開発整備と業務核都市の整備）。
都市再開発法改正（再開発地区計画制度
の創設、施行区域要件の緩和等）。土地区
画整理法改正（同意施行制度、参加組合員
制度の創設）。関西文化学術研究都市の建
設計画承認。

仙台市を政令都市に指定。大都市地域にお
ける宅地開発及び鉄道整備の一体的推進
に関する特別措置法。地区更新再開発制度
要綱。道路法改正（立体道路制度の創設）。

都市計画法・建築基準法改正（用途別容積
率型地区計画、住宅地高度利用地区計画、
遊休土地転換利用促進地区制度の創設）。

生産緑地法改正（第1種及び第2種生産緑
地地区の統合、土地の買取り制度の改善
等）。特定商業集積の整備に関する特別措
置法。商業地域振興整備事業制度要綱（大
規模店の郊外出店により影響を受ける既成
市街地内等の商店街の振興、利便性の向
上に寄与する施設整備）。

都市計画法・建築基準法改正（用途地域を
12種類に細分化、誘導容積制度、容積の適
正配分制度、調整区域内の地区計画、開発
許可手続き改善、市町村マスタープラン、木
造建築物規制の合理化）。地方拠点都市地
域の整備及び産業業務施設の再配置の促
進に関する法律（職･住・遊・学の総合的な生
活空間を創出。地域整備公団に拠点地区に
おける土地区画整理事業、市街地再開発事
業の施行機能を付与）。国会等の移転に関
する法律。千葉市を政令都市に指定。

土地区画整理法改正（住宅・宅地供給促進
を主な目的に）。環境基本法（環境保全の基
本理念の設定）。エネルギー使用の合理化に
関する法律改正（建築物の建築主にエネル
ギー使用の合理化を義務付け）。環境共生
モデル都市整備要綱。

第五期住宅建設五箇年計画（670万
戸。平均居住水準を概ね達成し、誘導
居住水準を制定）。国有地に土地信託
導入。公団、賃貸住宅の建替え開始。
新住宅市街地法改正（住宅団地の中
に業務施設用地を設けることができ
る）。

緊急土地政策要綱。国土利用計画法
改正（監視区域制度の創設など）。公
庫セカンドハウス向け融資開始。公庫
融資住宅累積1,000万戸突破（戦後
建設された住宅の1/4）。工業化住宅
性能認定制度等の民間団体制度への
移行。

総合土地対策要綱。街なみ整備促進
事業（住環境の改善を要する地区で
市町村と住民との協力により、地区施
設の整備と併せた景観形成を誘導す
る）。第9回住宅統計調査（総世帯数
3,781万世帯、総住宅数4,201万戸、平
均床面積は89.3㎡。最低居住水準未
満世帯9.5％）。第7回住宅需要実態調
査（住宅及び住環境に対する総合評
価において、不満率は35.6％）。

土地基本法（土地についての基本理
念。公共の福祉優先、適正・計画的利
用、投機的取引抑制）。監視区域指定・
勧告制。コミュニティ住環境整備事業
制度要綱・市街地住宅密集地区再生
事業制度。

不動産融資総量規制。大都市法改正
（住宅及び住宅地の供給基本方針、住
宅市街地の開発整備の方針の策定。
土地区画整理促進地域の面積要件の
引下げ等）。「環境共生住宅」の開発。
市民農園整備促進法（市民農園の認
定基準を設け、農地法や都市計画法
の特例を規定）。

総合土地政策推進要綱。総量規制解
除・トリガー方式通達。
新借地借家法（定期借地権創設、施
行平成4年）。福祉の街づくりモデル事
業制度。改良住宅建替事業制度。第
六期住宅建設五箇年計画（730万戸、
住宅平均床面積約95㎡）。

「生活大国5箇年計画」（年収5倍程度
で大都市圏の勤労者世帯に住宅取得
を可能にする）。

監視区域の的確な運用通達。土地基
本調査実施。特定優良賃貸住宅の供
給に関する法律（中堅所得者等への
良好な賃貸住宅供給を促進するため、
認定基準、建設費用の補助等の措
置）。環境共生住宅市街地モデル事業
（環境への負荷を低減する等モデル性
の高い住宅団地の建設と啓発）。第10
回住宅統計調査（総世帯数4,116万世
帯、総住宅数4,588万戸）。

住宅取得促進税制創設。

法人超短期重課（2年以下30％
追加課税）。長短区分（臨時措
置）5年。個人の事業用資産買換
え特例の縮減（繰延率圧縮）。土
地の移転登記の登録免許税の
負担引上げ（課税標準の50％引
上げ）。

居住用資産買換特例原則廃止。
居住用財産の譲渡課税の改善
（10年超10％～15％）。一般長期
譲渡の改善（4,000万円まで26％、
4,000万円超32.5％）、優良長期譲
渡特例の拡充（一律26％）。相続
税強化（相続開始前3年以内取
得土地の時価課税等）。法人等
の土地取得借入金利子の損金
算入制限（4年間損金算入停
止）。

消費税導入（税率３％）。

〈土地税制の全面強化〉地価税
創設（実施平成４年）。固定資産
税・相続税評価上げを決定。特別
土地保有税強化（青空駐車場等
の免除廃止、遊休土地特別保有
税の創設）。個人一般長期譲渡
の強化（一律39％、平成4年か
ら）。優良長期譲渡の拡充（一律
20％）。法人長期譲渡の強化（一
般重課10％追加課税）。法人超
短期重課の強化（赤字法人にも
分離課税）。事業用資産買換え
特例の大幅整理合理化（減価償
却資産への買換え廃止）。賃貸
マンションの負債利子の損益通
算制限。

地価税課税実施（優良な住宅地
等の分譲予定地については課税
価格を1/5とする特例）。法人一
般重課（10％追加課税）の適用
除外の追加（一定の優良な住宅
宅地開発事業者等に対する譲
渡）。

特定の居住用資産買換特例（適
正価格要件。所有期間10年超。
居住期間10年以上。譲渡価額１
億円以下等）。

地価公示、大都市商業地
53.6％上昇。建設省「21
世紀への不動産業ビジョ
ン」（「信頼産業」、「都市環
境創造産業」「高付加価値
型サービス産業」「生活サ
ービス総合提供産業」の4
つの将来像を提示）。
アークヒルズ完成。

戦後3回目の地価高騰（首
都東京都心部での業務用
地需要の増大、周辺住宅
地への買換え需要の増大、
投機的土地取引の増大等
による）。
ビル建設ラッシュ（昭和61年
～平成4年）。

地価公示、東京圏住宅地
68.6％上昇。リゾートマンシ
ョンブーム（～平成2年）。土
地信託受託件数ピーク。宅
地建物取引業法改正（専
属専任媒介契約制度と建
設大臣指定流通機構への
登録義務。平成2年から実
施）。

㈳不動産協会理事長に坪
井 東氏（三井不動産会長）
就任。
37指定流通機構が稼動。

都道府県地価調査、東京
圏、大阪圏の地価下落。

建設省「新不動産業ビジョ
ン」（「不動産流通の充
実」、「不動産管理の高度
化」「都市環境の創造と運
営への展開」「社会的な信
頼と理解」「国際化への対
応」の提言）。
㈶土地総合研究所発足。

㈳不動産協会、アフターサ
ービス規準改定。
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平成６年
（１９９４）

平成７年
（１９９５）

平成８年
（１９９６）

平成９年
（１９９７）

平成１０年
（１９９８）

自民・社会・さきがけ連
立政権
関西国際空港開港

阪神・淡路大震災
オウム・サリン事件
円高加速、1ドル100
円切る

住専処理法
小選挙区制度による
総選挙

消費税率引上げ
北海道拓殖銀行・山
一証券経営破綻
東京湾横断道路開通

長野オリンピック
金融再生関連法・金
融機能早期健全化法
長銀・日債銀の国有化

民間都市開発の推進に関する特別措置法
改正〔推進業務（土地取得・譲渡業務）の追
加〕。建築基準法改正（防火壁に関する制限
の合理化、住宅の地階に係る容積率制限の
合理化）。都市緑地保全法改正（市町村が
策定する緑の基本計画制度の創設、緑地保
全地区の対象緑地の拡大及び土地の買い
入れ主体の拡大等）。高齢者、身体障害者
が円滑に利用できる特定建築物の建築に関
する法律（ハートビル法）。人にやさしいまちづ
くり事業（市街地における高齢者、障害者の
快適で安全な移動を確保するための施設、
利用に配慮した建築物の整備等に助成す
る）。

被災市街地復興特別措置法（被災地の土
地区画整理事業の特例等）。都市計画法改
正（街並み誘導型地区計画制度の創設）。
都市再開発法改正（市街地再開発事業の
施行要件の改善等）。建築基準法改正（前
面道路幅員による容積率制限の合理化、道
路斜線制限の合理化）。都市公園法施行
令・施行規則改正（都市公園施設である備
蓄倉庫、耐震性貯水槽、放送施設、ヘリポー
トを国庫補助対象に追加）。建築物の耐震
改修の促進に関する法律。

幹線道路の沿道の整備に関する法律改正
（沿道整備計画制度の拡充、沿道整備権利
移転等促進計画制度の創設。市街地再開
発事業の施行区域等要件に沿道地区計画
及び地区計画の区域を加えた）。

密集市街地における防災街区の整備促進
に関する法律（防災街区整備地区計画制
度、防災街区整備組合の創設）。都市計画
法・建築基準法改正（高層住居誘導地区の
創設、マンション等共同住宅の容積率規制の
合理化）。機能更新型高度利用地区の創
設。敷地規模別総合設計制度の創設。敷地
整序型土地区画整理事業（ミニ区画整理）
の創設。

都市計画法改正（市街化調整区域における
地区計画の策定対象地域の拡大、特別用
途地区の多様化等）。建築基準法改正（①
建築基準の性能規定化、②採光、日照等に
関する規制の合理化、③建築確認・検査業
務の民間開放、④連担建築物設計制度の
創設）。都市再開発法・都市開発資金の貸
付に関する法律改正（都市再開発方針の策
定対象都市の拡大、特定事業参加者制度
及び認定再開発事業制度の創設）。中心市
街地における市街地の整備改善及び商業
等の活性化の一体的推進に関する法律（空
洞化している中心市街地の活性化を図るた
め、地域の創意工夫を生かしつつ、市街地の
整備改善、商業の活性化を柱とする総合的・
一体的な対策を推進）。

監視区域機動的運用通達。住宅建設
コスト低減に関するアクションプログラ
ム策定。密集市街地整備促進事業
（従前居住者用住宅の整備等を行い、
防災性の向上を図る）。住宅市街地総
合整備促進事業（既成市街地におい
て、良好な住宅市街地の形成を推進
するため、住宅等の建設、公共施設の
整備等を総合的に行う）。優良建築物
等整備事業（市街地の環境の整備改
善、良好な市街地住宅の供給に資する
ため、土地の利用の共同化、高度化等
に寄与する優良建築物の整備につい
て助成する）。

応急危険度判定の実施。大都市法改
正（都心共同住宅供給事業の創設、住
宅街区整備事業の施行要件の緩
和）。被災区分所有建物の再建等に
関する法律（大規模な災害により全部
滅失した場合、議決権の5分の4以上
の多数決で再建の決議をできることとし
た）。長寿社会対応住宅設計指針策
定（手すりの設置、段差の解消等）。

第七期住宅建設五箇年計画（730万
戸、半数の世帯が誘導居住水準を確
保すること、住宅平均床面積100㎡を目
標）。住宅建設コスト低減のための緊
急重点計画（建築基準法の抜本的見
直し、輸入住宅、海外資材・部品の導
入の円滑化等）。公庫法改正（一定の
新築住宅への貸付について、住宅の
構造により異なる利率を適用し、政策誘
導機能を強化）。

新総合土地政策推進要綱。（今後の
土地政策の目標として、「地価抑制から
土地の有効利用への転換」を宣言。土
地取引の活性化を図る）。
公庫法改正（一定の既存住宅の購入
に係る貸付について利率の優遇及び
償還期限の延長）。
農地転用許可手続きの透明化、簡素
化、迅速化。

優良田園住宅建設促進法（農山村地
域、都市の近郊における優良な住宅の
建設の促進）。農地法改正（4ha以下
の農地転用許可権限を知事に委譲）。
国土法改正（事後届出制への移行、注
視区域の創設）。住宅投資拡大緊急
対策。

〈土地の流動化促進のための改
正〉個人優良長期譲渡の適用対
象拡大。法人10％重課の適用除
外の範囲拡大。地価税の一部軽
減（公開空地等について1/3減額
等）。固定資産税評価の大幅引
上げ（地価公示価格の7割）及び
それに伴う負担調整率の拡充（住
宅用地の軽減措置拡充等）。

〈地価下落への対応のための改
正〉固定資産税等の臨時的な課
税標準の特例。個人長期譲渡の
軽減（4,000万円以下39％→32.5
％）。地価税の一部軽減（付置義
務駐車場1/2減額等）。

地価税の税率引下げ（0.3％→
0.15％）。固定資産税の負担調整
措置の拡充。個人長期譲渡軽減
（4,000万円以下32.5％→26％、
4,000万円超8,000万円以下39％
→32.5％）。法人重課税率引下げ
（超短期30％→15％、短期20％→
10％、一般10％→5％）。土地取得
に係る課税標準の特例拡充（登
録免許税50/100→40/100、不動
産取得税2/3→1/2）。

固定資産税等の「負担水準均衡
化」の観点からの負担の引下げ・
据置き等〈消費税率の5％への引
上げに伴う住宅取得の負担緩和
のための改正〉。住宅取得促進
税制の拡充と入居年による段階
的縮小（平成9年最大180万円、
平成10年最大170万円、平成11
年最大160万円、平成12・13年最
大150万円）。住宅用家屋の登録
免許税の軽減税率の半減。新築
住宅の不動産取得税の特別控
除額の引上げ（1,000万円→1200
万円）。印紙税率の引下げ。

地価税課税停止。
個人の長期譲渡軽減（6,000万円
以下26％、6,000万円超32.5％）。
法人超短期重課廃止。短期・一
般の不適用（平成12年まで）。法
人等の土地取得借入金利子の
損金算入制限の廃止。居住用財
産の譲渡損失繰越控除制度創
設。セカンドハウスへの不動産取
得税、固定資産税の軽減措置の
適用。

宅地建物取引業法改正
［①専任媒介契約の物件
情報の指定流通機構への
登録義務付け。②指定流
通機構の法的位置付けの
明確化と大臣による監督。
③免許の有効期間の延長
（3年→5年）。一定の届出
事項等を廃止。④取引主任
者試験の受験資格廃止。
指定講習修了者の一部試
験免除］。

世界不動産連盟東京総会
開催。
㈳不動産協会坪井理事
長、急逝。理事長に田中順
一郎氏（三井不動産社長）
就任。

全国で4つの指定流通機
構（公益法人）を設立。不動
産特定共同事業法改正
（投資に係る専門的知識及
び経験を有する者等を事業
参加者とする場合におい
て、主に一般投資家の保護
を念頭に設けられた規制の
適用を除外）。建設省「不
動産リノベーションビジョン」
（社会経済構造の変化に対
し、情報化の促進、透明・公
正な投資市場の近代化等、
今後の不動産業の展開及
び当面の課題に対する対
応の方向）。
宅地建物取引業法（宅地
建物取引主任者証の有効
期間を3年から5年に延長）。
㈳不動産協会、21世紀ビ
ジョンと企業行動理念を決
定。
㈳日本高層住宅協会理事
長に髙城申一郎氏（住友
不動産会長）選任。

特定目的会社による特定
資産の流動化に関する法
律（SPC法）。
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国土計画・
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土地・住宅政策 土地・住宅税制 不動産事業・業界

平成11年
（１９９９）

平成12年
（2000）

平成13年
（2001）

平成14年
（2002）

平成15年
（2003）

平成16年
（2004）

平成17年
（2005）

茨城県東海村で
臨界事故
金融界相次ぐ大型合
併、事業統合
2000年問題対応

小渕首相死去
三宅島噴火・東海豪
雨
アメリカ大統領選挙
混迷
少年犯罪の多発

構造改革を掲げる小
泉内閣が発足
アメリカで同時多発テ
ロ発生
テロ対策支援法成立
ユニバーサル・スタジ
オ・ジャパン（大阪
市）、ディズニー・シー
（浦安市）がオープン
1月に国土交通省発
足

日朝国交正常化のた
め小泉総理北朝鮮を
訪問
日韓ワールドカップを
開催
「早急に取り組むべき
デフレ対応策」策定

イラク戦争
第二次小泉内閣

アテネ五輪
第二次小泉改造内
閣度重なる台風上
陸、新潟県中越地
震、スマトラ島沖地震
津波など大規模自然
災害の発生

愛知万博が開催
９月に衆議院選挙、自
民党が大勝。この後
郵政民営化法が成立
紀宮様御成婚

都市開発資金の貸付けに関する法律の改
正（資金調達の円滑化、低・未利用地の有効
活用策の充実、再開発手法の改善・充実）。
工場跡地等の有効利用の推進について（都
市局長・住宅局長通達）。

都市計画法・建築基準法の改正（マスタープ
ランの充実、線引き・開発許可制度の見直し、
良好な環境確保のための制度の充実、既成
市街地再整備のための新たな制度の導入、
都市計画区域外における開発・建築行為に
対する規制の導入、都市計画決定システム
の透明化と住民参加の促進、公布から1年
以内に施行）。建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律（建築物等についての
分別解体および特定建設資材の再資源化、
平成14年5月全面施行）。

都市再生本部発足（本部長総理大臣）
都市再生プロジェクト（第1次～第3次）決定。
民間都市開発投資促進のための緊急措置。
都市再生のために緊急に取り組むべき制度
改革の方向。都市再生戦略チームの答申。
東京の新しい都市づくりビジョンの策定（東
京都）。都市計画運用指針の策定。

都市再生特別措置法の創設。都市再生緊
急整備地域の指定（１次・２次合計44地域約
5,700ha）。都市再開発法の改正（民間に収
用型の施行権能を付与等）。建築基準法・都
市計画法の改正（最高容積率1300％、都市
計画提案制度、総合設計手続きの迅速化
等）。工業（場）等制限法の廃止。環境影響
評価条例手続きの緩和（東京都）。駐車場付
置義務台数を弾力化（東京都）。都市再生プ
ロジェクト（第4次）決定。

都市再生プロジェクト（第5次～第6次）決定。
都市再生緊急整備地域（第3次）指定。〈第1
次～第3次合計53地域〉。都市再生ファンド
投資法人が業務開始。

都市再生プロジェクト（第7次～第8次）決定。
地域再生への取組み、まちづくり交付金の拡
充。
景観法をはじめとする景観緑三法の制定。

地方の市街地活性化に向け、まちづくり三法
見直し議論高まる。

良質な賃貸住宅の供給促進に関する
特別措置法（定期借家権創設、施行
平成12年）。住宅品質確保促進法（瑕
疵担保責任10年間義務化、施行平成
12年）。

マンションの管理の適正化の推進に関
する法律（マンション管理士・管理業務
主任者資格制度、マンション管理業者
の登録制度、施行平成13年）。

高齢者の居住の安定確保に関する法
律施行。第八期住宅建設五箇年計画
策定。住宅金融公庫は5年以内の廃
止を決定。都市基盤整備公団は平成
15年度までに廃止し、一部機能は独立
行政法人を設立の上、引き継ぐ。

土壌汚染対策法が成立。マンション建
替え円滑化法の制定・区分所有法の
改正。

住宅金融公庫が証券化支援事業（買
取型）を開始。

マンション標準管理規約改正。
個人情報保護法の一部施行。
住宅金融公庫が証券化支援事業（保
証型）を開始。

財政資金を活用した直接融資を行って
きた住宅金融公庫を廃止し、一般の金
融機関による住宅資金の貸付けを支
援・補完する独立行政法人住宅金融
支援機構法が成立。
機械メーカー「クボタ」が自社工場に働
く従業員らのアスベスト健康被害を公
表、建材その他に多数アスベストが使
用されていることから国民の間にアスベ
ストによる健康不安が広がる。

住宅ローン控除制度の創設（控
除期間15年等）。居住用財産の
譲渡損失繰越控除制度の拡充。
住宅取得資金贈与特例の改善。
個人の長期譲渡所得税率引き下
げ（一律26％）。登録免許税の特
例の改善。住宅及びその敷地に
係る不動産取得税の特例措置
の拡充。

住宅ローン控除制度半年延長
（平成13年6月入居まで）。新築
住宅等に対する固定資産税特例
措置の床面積要件の改善と適用
期限の2年延長。土地固定資産
税の税負担の段階的引き下げ
（平成12・13年度75％、14年度70
％）。土地にかかる流通税の特例
の3年間延長（登録免許税1/3、
不動産取得税1/2）。

新住宅ローン控除制度の創設
（控除率1％、借入金限度額5,000
万円、控除対象期間10年）。住宅
取得資金に係る贈与税の拡充
（非課税限度額550万円）。高齢
者世帯向け賃貸住宅供給促進
税制の創設（5年間、40％割増償
却）。個人の一般長期譲渡所得
課税の特例（26％（所得税20％＋
住民税6％））の3年延長。特別土
地保有税の徴収猶予制度の拡
充。不動産証券化（SPC、投資法
人）に係る流通税の軽減措置の
創設。個人に対する上場不動産
投資証券の譲渡益課税の軽減。

既存ビルの売買に係る登録免許
税の軽減（25/1000）。特別土地
保有税の徴収猶予措置の拡大
（免除土地への変更・譲渡を認め
る）。個人の一般長期譲渡所得
課税について、39％の最高税率
（課税停止中）を廃止。

登録免許税の税率引下げ（売買
等10/1000）。特別土地保有税の
課税停止（平成15年1月1日以降
の保有および取得分）。相続時精
算課税制度の創設。事業所税
（新増設分）の廃止。都市再生促
進税制の創設。

商業地等の固定資産税・都市計
画税の条例減額措置の創設。個
人の土地譲渡所得課税制度の
再構築。法人の土地譲渡重課制
度の適用停止期間の延長。住宅
ローン減税制度の延長（平成20
年まで段階的に縮減）。

中古住宅に係る各種税制特例の
適用範囲の拡大（住宅ローン減税
制度、特定の居住用財産の買換え
等の特例、住宅取得等資金に係る
相続時精算課税制度の特例、住
宅用家屋の所有権の保存登記等
に対する登録免許税の税率の軽
減、既存住宅等に係る不動産取得
税の課税標準等の特例）。
都市再生促進税制の延長・拡
充。特別土地保有税の徴収猶予
制度の見直し。定期借地権に係
る税制上の所要の措置（一時金
取扱いの明確化）。

都市基盤整備公団発足。
不動産の流動化・証券化。
インターネット取引の本格
化。

大規模・超高層マンションの
人気化。不動産投資信託
の解禁。投資顧問業登録
制度の創設。日本公認会
計士協会「販売用不動産
等の強制評価減の要否の
判断に関する監査上の取
扱い」公表。
㈳日本ハウスビルダー協会
と㈳住宅産業開発協会が
統合し、㈳日本住宅建設産
業協会を設立。

㈳不動産協会と㈳日本高
層住宅協会とが統合。理事
長は田中順一郎氏（不動産
協会理事長）。
不動産投資信託が上場。

建替え後の丸ビルがオープ
ン。汐留再開発の第一弾カ
レッタ汐留オープン。

㈳不動産協会理事長に　
城申一郎氏（住友不動産
会長）。
六本木ヒルズがオープン。

コレド日本橋、丸の内オアゾ
等竣工。
民間金融による住宅ローン
増大。
超高層マンションの相次ぐ
販売と都心回帰の進行。

㈳不動産協会理事長に岩
沙弘道氏（三井不動産社
長）。
秋葉原ーつくば間を最短45
分で結ぶ「つくばエクスプレ
ス」が８月に開業。
耐震強度偽装事件が発
覚、建築確認によるチェック
機能の不備が浮き彫りにな
るなど、建物の安全に対す
る信頼が大きく揺らいだ。
秋葉原ダイビル、日本橋三
井タワーなど、竣工。
東京都心部における空室
率が改善。

52 53
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平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

平成20年
（2008）

平成21年
（2009）

平成22年
（2010）

平成23年
（2011）

平成24年
（2012）

7月にゼロ金利政策
解除
9月に安倍内閣発足

9月に福田内閣発足

9月に麻生内閣発足
米国のサブプライムロ
ーン問題に端を発した
金融危機の影響が世
界中に広がる

春頃から新型インフル
エンザが流行
5月に裁判員制度が
スタート
8月の衆議院選挙で
民主党が圧勝し、16
年ぶりの政権交代
9月に鳩山内閣発足
9月に消費者庁発足

6月に菅内閣発足
10月に日本銀行が
「包括的な金融緩和
政策」を発表

3月に東日本大震災
が発生
3月に円が戦後最高
値を更新
9月に野田内閣発足
10月に世界人口が
70億人に

5月に東京スカイツリ
ー開業。自立式電波
塔としては世界一の
高さ（643m）
7～8月に夏季五輪ロ
ンドン大会開催。日本
は史上最多の38個
のメダルを獲得
12月に第2次安倍内
閣発足

耐震強度偽装事件を受け「建築物の安全性
の確保を図るための建築基準法等の一部を
改正する法律」、「建築士法等の一部を改正
する法律」成立。
まちづくり三法成立。

都市再生特別措置法の一部を改正する法
律が成立。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等
に関する法律」が成立。

国土形成計画（全国計画）が閣議決定。

国土形成計画（広域地方計画）が大臣決定。

低炭素都市づくりガイドライン作成（国土交
通省）。

「総合特別区域制度」が創設。
都市再生特別措置法改正（「特定都市再生
緊急整備地域」の新設）。

都市再生特別措置法施行令一部改正。緩
和特例の適用期間延長。
建築物ストック統計公表。新耐震シェア67％
に。

住生活基本法成立。

独立行政法人住宅金融支援機構が
発足。

「住宅・不動産市場の活性化のための
緊急対策」が発表される。

「経済危機対策」が発表される。
「明日の安心と成長のための緊急経済
対策」が発表され、住宅版エコポイント
制度が創設。
「新成長戦略（基本方針）」を発表。

フラット35Sの金利引き下げ幅を拡大。
「国土交通省成長戦略」を発表。
「新成長戦略」を発表。
「新成長戦略実現に向けた3段構えの
経済対策」を発表。

「サービス付き高齢者向け住宅制度」
開始。
「賃貸住宅管理業者登録制度」が開始。
フラット35Sエコおよび復興支援・住宅
エコポイント制度が創設。

「復興支援・住宅エコポイント制度」申
請受付開始。
「フラット35」融資率、上限を10割から
9割へ引き下げ。
「賃貸住宅標準契約書」改訂。
「都市の低炭素化の促進に関する法
律」成立。
不動産価格指数（住宅）、初公表。
「中古住宅リフォームトータルプラン」策
定。
「不動産流通市場活性化フォーラム」
提言まとまる。

土地・建物に係る流通税（登録免
許税、不動産取得税）の特例の
縮減、延長。
商業地等の固定資産税等の条
例減額措置の延長。
住宅取得資金贈与に係る特例の
延長・廃止。既存住宅等の耐震
改修促進税制の創設。
住宅および住宅用地に係る不動
産取得税の特例措置の延長。

長期所有土地等から土地・建物
等への事業用資産の買換え特例
の延長。
都市・地域再生事業に係る税制
上の特例措置の延長等。
個人住民税への税源委譲に伴う
平成19年～20年入居者の住宅
ローン減税の効果の確保。
居住用財産の買換えに伴う譲渡
損失の損益通算・繰越控除の特
例の延長。
住宅の登録免許税の軽減税率
及び不動産売買契約書等の印
紙税の軽減特例の延長。
特定住宅地造成事業等に係る
1,500万円特別控除制度の延長。

土地の登録免許税の特例措置
の延長等。
住宅以外の家屋に係る不動産取
得税の特例措置の創設。
相続時精算課税制度における住
宅取得資金贈与の特例措置の
延長。
住宅及び住宅用土地の取得に
係る不動産取得税の延長。
長期優良住宅に係る特例措置の
創設。
住宅の省エネ改修促進税制の創
設（所得税、固定資産税）。

住宅ローン減税制度の延長・拡
充、長期優良住宅に係る住宅ロ
ーン減税制度の創設等。
既存住宅のバリアフリー改修工事
及び省エネ改修工事をした場合の
所得税額の特別控除の創設。
土地の売買等に係る登録免許税
の税率据置き。
景気回復期間中に土地需要を集
中的に喚起するための特例措置
の創設。

住宅取得等資金に係る贈与税の
非課税措置の拡充等。
相続時精算課税制度における住
宅取得等資金贈与に係る特例
措置の延長等。
新築住宅に係る固定資産税の軽
減特例の延長。

特定都市再生緊急整備地域に
係る特例措置の創設。
国際戦略総合特区に係る特例
措置の創設。
高齢者向け優良賃貸住宅建設
促進税制についてサービス付き
高齢者住宅を対象として改組のう
え延長。

長期保有土地に係る事業用資
産の買換え特例の延長。
新築住宅に係る固定資産税の軽
減特例の延長。
住宅取得等資金の贈与に係る特
例の拡充、延長。
認定省エネ住宅の促進のための
特例措置の創設。

都道府県地価調査で三大
都市圏では、住宅地・商業
地ともに16年ぶりに上昇。
12月に上場J-REITは40件
となり、時価総額も約5兆円
まで拡大。

金融商品取引法が施行。
東京ミッドタウン、新丸の内
ビル、霞が関コモンゲートな
ど竣工。

犯罪収益移転防止法が施
行。
不動産会社の破たんが相
次ぐ。

「不動産市場安定化ファン
ド」設立。
地価公示、都道府県地価
調査とも全国的に下落。
新設住宅着工戸数、42年
ぶりに100万戸割り込み、
78万戸に。
三菱一号館竣工。

コレド室町、ユイト等竣工。
㈳不動産協会、「不動産協
会低炭素まちづくりアクショ
ンプラン」、「住宅・都市分野
の成長のための『都市未来
戦略』」を策定。
「東北新幹線」が12月に開業。

「九州新幹線鹿児島ルー
ト」が全線開通。
㈳不動産協会理事長に木
村惠司氏（三菱地所会長）。
「不動産取引における暴力
団等反社会的勢力排除の
5原則」採択。

不動産広告表示規約等変
更。既存住宅でも「二重価
格表示」可能に。
渋谷ヒカリエ、東急プラザ表
参道原宿竣工。
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年 政治・社会・
経済

国土計画・
都市計画・建築規制等

土地・住宅政策 土地・住宅税制 不動産事業・業界

平成25年
（2013）

平成26年
（2014）

平成27年
（2015）

平成28年 
（2016）

平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

1月に復興特別所得
税導入（～2037年）
3月に安倍首相が
TPP交渉参加を表明
9月に2020年の夏季
オリンピック・パラリン
ピックの開催地が東
京に決定
10月に2014年4月か
らの消費税8％への
引上げを決定

4月に消費税が8％に
6月に「経済財政運
営の基本方針（骨太
の方針）」が閣議決定
10月に日銀が追加金
融緩和を決定
11月に消費税引き上
げを先送りを表明
12月に第3次安倍内
閣発足

7月に「軍艦島」等が世
界文化遺産に登録。
10月に第3次安倍改
造内閣発足で、「一
億総活躍社会」をス
ローガンに
12月に消費税率10
％引き上げの際の軽
減税率導入、自公合
意
12月に「COP21」で
パリ協定

1月から「個人番号
（マイナンバー制度）」
開始
2月に日銀「マイナス
金利」導入
4月に「平成28年熊
本地震」発生
5月「伊勢志摩サミッ
ト」開催
5月に消費税10％へ
の引き上げの先送り
を表明
7月の参議院選挙か
ら選挙権が「満18歳
以上」に
8月～9月リオデジャネ
イロオリンピック・パラ
リンピック開催
8月に第3次安倍内
閣発足
11月に「パリ協定」発
効

1月に米国・ドナルド・ト
ランプ大統領が正式
就任
2月24日に初の「プレ
ミアムフライデー」実
施
3月に働き方改革実
行計画とりまとめ
11月に第4次安倍内
閣発足
製造業によるデータ
改ざんが相次いで発
覚
所有者不明土地問
題がクローズアップ

2月に平昌冬季五輪
南北・米朝首脳会談
開催
平成30年7月豪雨・
北海道胆振東部地
震など災害が発生
2025年大阪万博の
開催決定

「国家戦略特別区域法」成立。
「産業競争力強化法」成立。
「国家強靭化基本法」成立。

「都市再生特別措置法等の一部を改正する
法律」施行。
「まち・ひと・仕事創生法」成立。
「地域再生法の一部を改正する法律」成立。
「災害対策基本法の一部を改正する法律」
施行。
「土砂災害計画区域等における土砂災害防
止対策の推進に関する法律の一部を改正す
る法律」成立。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」
成立。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律」成立。
国土形成計画（全国計画）の変更が閣議決
定。

都市再生特別措置法等の一部改正（民間
都市再生事業計画の認定申請期限の延長
等）。
宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制
度の創設。

都市再生特別地区の運用柔軟化
都市緑地法、都市公園法、生産緑地法等が
改正。
宅配ボックス容積不算入の明確化。
複数の民間都市開発事業における共同貢
献の実現のための新たなパッケージの導入
について（技術的助言）が地方公共団体宛
に発出。

建築基準法が一部改正、建築物の安全確
保、既存ストックの活用など。
地域再生法が一部改正、地域再生エリアマ
ネジメント負担金制度創設。
都市再生特別措置法等が一部改正、都市
のスポンジ化対策など。

国土交通省、「既存住宅のインスペク
ションガイドライン」策定。
東京都、「不燃化特区」制度実施。
「すまい給付金」制度の創設。
「不動産特定共同事業法の一部を改
正する法律」成立。
「改正耐震改修促進法」成立。
「フラット35」買取型10割融資実施、
「フラット35S」金利引き下げ継続。
「日本再興戦略」決定。

「個人住宅の賃貸流通の促進に関す
る検討会」報告書公表。
「不動産に係る情報ストックシステム基
本構想」策定。
「ヘルスケアリートの活用に係るガイド
ライン」公表。
「日本再興戦略改定版」決定。
「海外地域別の市場分析に基づく我が
国建設・不動産企業戦略」策定。
「空家等対策の推進に関する特別措
置法」成立。
「改正マンション建替え円滑化法」施行。

「中古住宅市場活性化ラウンドテーブ
ル」報告書公表。
「国家戦略特別区域法及び構造改革
特別区域法の一部を改正する法律
案」成立。
「認定低炭素住宅」が9,000戸を突破。
「ITを活用した重要事項説明に係る社
会実験」スタート。

新『住生活基本計画（全国計画）』閣
議決定。
宅地建物取引業法改正、建物状況調
査（インスペクション）活用促進へ。

ITシステムを使った重要事項説明が解
禁（賃貸借契約）。

改正宅地建物取引業法が完全施行、
既存住宅の仲介時にインスペクション
の説明義務化。
所有者不明土地の利用の円滑化等に
関する特別措置法が成立。
住宅宿泊事業法が施行。

消費税率引上げに伴う対応（住
宅取得等に係る措置）。
都市再生促進税制の延長。
都市の防災機能強化を図るため
の特例の創設。
集約都市開発事業に係る税制
上の特例措置の創設。
不動産売買契約書の印紙税の
特例の延長・拡充。

居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の繰越控除制度の延
長。
特定居住用財産の譲渡損失の
繰越控除制度の延長。
新築住宅に係る固定資産税の減
額措置の延長。
認定長期優良住宅等の保存登
記等に対する登録免許税軽減措
置の延長。
住宅及び土地に係る不動産取得
税の減税措置の延長。

長期保有土地に係る事業用資
産の買換え特例の延長。
土地固定資産税の負担調整措
置等の延長。
都市再生促進税制の延長。
国家戦略特区に係る特例の拡充。
住宅取得等資金の贈与に係る特
例の拡充、延長。

新築住宅に係る固定資産税の減
額措置の延長。
国家戦略特区に係る特例の延
長・拡充。
空き家の発生を抑制するための
特例措置の創設。
三世代同居に対応した住宅リフ
ォームを行う場合の特例措置の
創設。

長期保有土地等に係る事業用
資産の買換え特例の延長。
都市再生促進税制の延長。
既存住宅市場の活性化に寄与
するリフォーム税制の拡充。
居住用超高層建築物（タワーマン
ション）に係る地方税（固定資産
税等）の課税の見直し。

土地固定資産税の負担調整措
置の延長。
新築住宅に係る固定資産税の軽
減特例の延長。
居住用財産の買換え・売却に伴う
特例の延長。
国家戦略特区に係る特例の延
長。

大阪・梅田貨物駅跡地再
開発「グランフロント大阪」
まちびらき。
大手町タワー竣工。
（一社）日本住宅建設産業
協会と（一社）全国住宅産
業協会連合会が合併、（一
社）全国住宅産業協会に。

「あべのハルカス」が完成。
日本一高いビルに。
虎ノ門ヒルズが竣工。
「改正宅地建物取引業法」
成立。

北陸新幹線「長野－金沢
間」が開業。
「宅地建物取引業法の一
部を改正する法律」施行に
より「宅地建物取引士」に。
（公財）不動産流通近代化セ

通流産動不）財公（「、ータン
推進センター」に名称変更。
「MIPIM」日本初開催。
「大名古屋ビルヂング」が竣
工。

北海道新幹線（新青森～
新函館北斗間。
関西国際空港と大阪国際
空港が民営化。
IoTや不動産テックなど、IT
関連サービスが進展。
IT重説社会実験、1年間で
564件に。

（一社）不動産協会理事長
に菰田正信氏（三井不動
産社長）。
シェアリングエコノミーが拡
大。
東京・銀座の一部の路線価
が過去最高額を更新。
GINZA SIX、赤坂インター
シティAirが開業。

生産性向上や働き方改革
の実現に向けた取組みが
進む。
東京ミッドタウン日比谷が開
業。
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